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本市は、北は多島美を世界に誇る瀬戸内海に臨み、南は讃岐山脈

が連なり、緩やかに広がる讃岐平野には、丘陵や河川、多数のため

池が点在する多様で豊かな自然に恵まれた海園・田園都市です。 

こうした自然環境やコンパクトな都市機能が調和した生活空間

は、先人たちが築いてきた伝統や文化にあふれており、私たちは、

これら本市が有する貴重な財産を守り、育み、そして未来に生きる

次世代に継承していかなければなりません。 

本市では、平成１１年に環境基本計画を策定し、二度の改定を行いながら、各種施策に取り

組んでまいりましたが、環境を取り巻く社会情勢は、刻一刻と変化しており、2050カーボン

ニュートラルの達成、生物多様性の保全、世界的な資源エネルギーの問題、地域循環共生圏を

見据えた地域づくりなど、対応を迫られている課題は数多くございます。 

このような国際的潮流の中において、かけがえのない本市の自然環境や地域資源を未来世

代へとつなぐため、この度、新たに環境基本計画を策定することといたしました。本計画で

は、目指すべき環境像として「『人』と『さと・まち』が結びつき 未来へつなぐ 持続可能な

都市 たかまつ」を掲げ、6 つの基本目標を柱に、環境施策の推進に取り組んでいくこととし

ております。 

引き続き、この計画に基づき、環境に配慮できる人づくり・地域づくりへの意識醸成を図

りながら、市民・事業者・行政の三者協働のもと、持続可能なまちづくりを目指してまいり

ますので、より一層の御理解と御協力をいただきますようお願い申しあげます。 

最後に、本計画の策定に当たりまして御尽力いただきました高松市環境審議会委員の皆様

を始め、アンケート調査等を通じて貴重な御意見や御提言をお寄せいただきました市民や事

業者の皆様に心から感謝申しあげます。 

 

 

 

はじめに 

令和６年３月 

高松市長 大西 秀人 
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第１章 計画の基本的事項 

１ 計画策定の背景と趣旨 

２ 計画の位置付け 

３ 計画の期間 

４ 計画の対象範囲 
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高松市環境基本計画（以下「環境基本計画」という。）は、高松市環境基本条例

（以下「環境基本条例」という。）第８条に基づく本市の環境行政の基本計画であ

り、環境施策を総合的かつ計画的に推進するために策定するものです。 

本市では、平成８年３月に、環境の保全及び創造についての基本理念を定めた

環境基本条例を制定し、これに基づいて平成 11 年２月に環境基本計画を策定し

ました。この計画では、計画期間を平成 11 年度から平成 23 年度までとし、望

ましい環境像である「土と水と緑を大切にする環境共生都市たかまつ」の実現に

向けて、環境の保全及び創造に関する各種政策を展開してきました。  

しかしながら、地球温暖化防止やエネルギー問題を始めとした環境行政を取り

巻く状況が大きく変化したことや、合併により市域が拡大したこと等により、目

標年次より前である平成 20 年３月に計画を見直し、改定を行いました。改定の

際には、望ましい環境像や基本目標を継承し、新たに目標年次を平成 27 年度と

定めて、これまで様々な施策を実施してきました。 

平成 28 年にはこれまでの環境施策を継承しつつ、未来に残すべき本市の豊か

な自然環境、良好で快適な生活環境の確保、更には地球温暖化防止など地球環境

問題に配慮するための新たな環境像として「人と自然が調和し未来へつなぐ地球

にやさしい田園都市たかまつ」を設定し、計画期間を平成 28（2016）年度から

令和５（2023）年度として、その実現を目指してきたところです。  

本市は、国立公園の瀬戸内海に面し、女木島、男木島等の島が点在する北部、

讃岐平野と丘陵地が広がり、数多くのため池が点在し、田園景観を形作っている

中央部、讃岐山脈で最も高い竜王山や大滝山が連なった南部など、人の暮らしと

調和した豊かな自然に恵まれています。 

一方、中心市街地は、国の出先機関、大手民間企業の支店、商業施設等が集積

するなど、優れた都市機能が備わっています。  

従来から取り組まれてきた、自然環境の保全、快適な生活環境の確保、ごみの

減量と再資源化に加え、昨今では、2050 年カーボンニュートラル達成や循環経

済への移行、生物多様性の保全及び持続可能な利用、世界的な資源・エネルギー

問題への対応など、新たな課題への対応が求められており、本市においては、豊

かな自然と都市機能が調和するという、本市の特徴を生かした取組が必要です。 

このような状況を踏まえて、前計画の令和 5 年度での計画期間終了に伴い、本市の環

境行政をさらに推進するため、新たな環境基本計画を策定することとしました。 

 

 

 

  

１  計画策定の背景と趣旨  
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本計画は、本市の最上位計画である「第７次高松市総合計画」の環境に関す

る分野別計画として位置付けられており、本市の関連計画等と整合性のとれた

計画とします。 

 なお、市民・事業者・行政の協働による計画の推進を実現するため、市の施

策とともに、市民・事業者・行政の役割や行動指針を示した計画とします。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第７次 高松市総合計画 

 

高
松
市
環
境
基
本
条
例 

関連計画 

・高松市美しいまちづくり 

基本計画 

・高松市緑の基本計画  

        など 

高松市 

環境基本計画  

環境の個別計画  

・高松市地球温暖化対策実行計画  

・高松市一般廃棄物処理基本計画    

・高松市水環境基本計画 
 

根
拠 

整合 

連携 

２  計画の位置付け  
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本計画の期間は、上位計画である「第７次高松市総合計画」との整合性を図

るため、総合計画の計画期間に合わせて、令和６年度（2024）から令和 13 年

度（2031）までの８年間とします。ただし、具体的な施策、数値目標につい

ては、中間年である４年目に見直しを行うこととします。 

また、本市の環境や社会情勢が大きく変化した場合については、必要に応じ

て内容の見直しを行うこととします。  

 

 

 
 

（１）対象地域  
 

本計画は、高松市全域を対象とします。 

 

（２）環境の範囲  
 

本計画が対象とする範囲は、次のとおりとします。  
 

分野 対象 

地球環境   地球温暖化対策、再生可能エネルギーなど  

循環型社会  廃棄物、水循環など  

自然環境  生物多様性、森林、里地里山* 1、農地など 

生活環境  大気、水質、悪臭、騒音、振動、土壌、有害化学物質など  

都市環境   公園、緑化、都市景観など  

環境保全活動  環境教育、環境学習、市民参加活動など  

 

 

 

 

■■■■■用語解説■■■■■  

* 1 里地里山  

原生的な自然と都市との中間に位置し、集落とそれを取り巻く二次林、それらと混在する農地、ため池、草

原などで構成される地域です。農林業などに伴うさまざま人間の働きかけを通じて環境が形成・維持されて

きました。  

里地里山は、特有の生物の生息・生育環境として、また、食料や木材など自然資源の供給、良好な景観、文

化の伝承の観点からも重要な地域です。  

４  計画の対象範囲  

 

３  計画の期間  
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第２章 高松市の現状と課題 

１ 環境をめぐる社会の動向 

２ 高松市の概要 

３ 高松市の環境と現状 

４ アンケート調査結果の概要 

５ 前計画の指標の達成状況 

６ 今後の課題 
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（１）持続可能な開発目標  
 

平成 27（2015）年９月の国連総会において採択された「持続可能な開発

のための 2030 アジェンダ」では、持続可能な開発目標（SDGs）として 17

のゴール（目標）及び 169 のターゲット（達成基準）が提示されました。  

この中には、水・衛生、エネルギー、持続可能な都市、持続可能な生産と

消費、気候変動、陸域生態系、海洋資源といった地球環境そのものの課題及

び地球環境と密接に関わる課題に係るゴールが数多く含まれています。  

 
（出典：国際連合広報センター） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１  環境をめぐる社会の動向  

 

本市において令和５年７月７日～９日に、G7 都市大臣会合が

開催され、関係各国と「持続可能な都市の発展に向けた協働」を

テーマに議論が行われました。 

 この成果として、コミュニケと「香川・高松原則」が取りまと

められました。 

G7 香川・高松都市大臣会合   コラム１ 

HP はこちら  
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（２）気候変動と地球温暖化  
 

気候変動による深刻かつ広範囲に渡る不可逆的な影響は我が国にも例外な

く及びうるものであり、自然災害のリスクを増幅させることが懸念されてい

ます。 

気候変動に関する政府間パネル（IPCC* 2）第５次評価報告書によると、気

候システムの温暖化には疑う余地がなく、また、2100 年までの範囲では、

人為起源の発生源の二酸化炭素（CO2）累積排出量と予測される世界平均気

温の変化量の間に、ほぼ比例の関係があることが明らかになっています。国

際的な気候変動への対応として、平成 27（2015）年 12 月に採択されたパ

リ協定は、世界全体の平均気温の上昇を２℃より十分下方に抑えるとともに、

1.5℃に抑える努力を追求すること、このために今世紀後半に人為的な温室

効果ガス* 3 排出の実質ゼロ（人為的な温室効果ガス排出量と吸収量を均衡さ

せること）を目指すこととしています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：全国地球温暖化防止活動推進センター）  
 

 

■■■■■用語解説■■■■■  

* 2 国連の気候変動に関する政府間パネル（ IPCC）   

世界気象機関（WMO）及び国連環境計画（UNEP）により、各国政府の気候変動に関する政策に科学的 な基

礎を与えることを目的に設立された政府間組織です。世界中の科学者の協力の下、出版された文献に基づい

て、定期的に報告書を作成し、気候変動に関する最新の科学的知見の評価を提供して います。  

* 3 温室効果ガス  

大気を構成する成分のうち、温室効果をもたらすものを指します。主に二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、

フロン類があります。  
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本市では、脱炭素に資する取組として、 

令和 2 年 12 月 3 日に、2050 年に二酸化 

炭素の排出量を実質ゼロにすることを目指 

し、持続可能な未来の実現のため、市民や  

事業者等とともに総力をあげて取り組むよ  

う「ゼロカーボンシティ」を宣言しました。 

この宣言に基づいて、二酸化炭素を含む  

温室効果ガス実質排出量を、令和 12(2030) 

年度に、平成 25(2013)年度比で 46％減の 

水準にすることを目標とし、下記の取組を 

行っています。 

 

高松市ゼロカーボンシティ宣言   コラム２ 

時期 主なもの 

令和２年 12 月 市長を本部長とする「高松市脱炭素社会推進本部」設置。 

令和３年 ２月 「ゼロカーボン市区町村協議会」に参加。 

令和３年 ４月から 「スマートハウス等普及促進補助事業」開始。 

令和３年 12 月 「脱炭素型ライフスタイル推進モデル事業」開始。 

令和４年 １月  「脱炭素型ライフスタイル推進リーダー養成講座」開始。 

令和４年 ２月 「食品ロス削減推進計画」策定。 

令和４年 ３月 「地球温暖化対策実行計画」見直し。 

令和４年 ４月 組織再編により「ゼロカーボンシティ推進課」を新設。 

令和４年 ７月から 
市内全地区において、地域コミュニティ協議会・衛生組合協

議会への巡回説明会を実施。 

令和５年 ６月 市役所正面玄関前に、マイボトル用給水スポットを設置。 

令和５年 ８月から 「高松市省エネ家電製品購入補助金事業」実施。 

令和５年 ９月 「デコ活」の実践・推進を宣言する「デコ活宣言」実施。 

令和６年 予定 「エコシティたかまつ環境マネジメントシステム」見直し。 
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（３）プラスチックごみ  
 

海洋プラスチックごみ問題、気候変動問題、諸外国の廃棄物輸入規制強化

等への対応を契機として、我が国においては、令和元年度（2019）５月に

「プラスチック資源循環戦略」が策定され、プラスチックの資源循環を推進

する施策が進められています。  

さらに、令和４年（2022）４月には、「プラスチックに係る資源循環の促

進等に関する法律」が施行され、製品の設計からプラスチック廃棄物の

処理までに関わるあらゆる主体におけるプラスチック資源循環等の取り組み 

（３R+Renewable）を促進するための措置が講じられることとなり、本市

にも、いわゆる製品プラスチックの再商品化に向けた取組が求められていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 現在、海へ流入するプラスチックごみの量は世界で年間 800 万トンと推

定され、今のペースで増えていくと、2050 年には海の中にあるプラスチッ

クごみの量が魚の量を超えると試算されています。 

 海洋プラスチックごみの中でも、「マイクロプラスチック」と呼ばれる 

５ｍｍ未満の微細なプラスチックごみが、近年問題視されています。  

「マイクロプラスチック」は、海に流れ出たプラスチックごみが紫外線

や波によって細かく砕かれたもので、小魚や貝などの生きものがそれを体

の中に取り込み、さまざまな生き物の中に蓄積することも懸念されます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（出典：環境省）  

海洋プラスチックごみ問題   コラム３ 
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（４）生物多様性  

 

生物多様性とは、動物、植物から菌類などの微生物まで、すべての生物の 

間に違いがあり、異なる環境で自分たちの生きる場所を見つけ、互いに違い 

を活かしながら、つながり調和している状態のことです。  

令和４年 12 月にカナダ・モントリオールで開催された生物多様性条約第  

15 回締約国会議（COP15）では、2010 年に採択された愛知目標の後継と

なる、2030 年までの世界目標「昆明・モントリオール生物多様性枠組」が

採択されました。これを踏まえ、我が国では、令和５年３月 31 日に「生物

多様性国家戦略 2023-2030」を閣議決定しました。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30by30 とは、2030 年までに生物多様性の損失を食い止め、回復させ

る（ネイチャーポジティブ）というゴールに向け、2030 年までに陸と海

の 30%以上を健全な生態系として効果的に保全しようとする目標です。  

この目標の達成を目指すことは、地域の経済・社会・環境問題の同時解

決につながる NbS（Nature-based Solution）のための、健全な生態系を

確保する基盤的・統合的アプローチとなります。  

30by30 を進めるための保護地域を拡充するための試みとして OECM

認定制度があります。里地里山や企業林や社寺林などのように地域、

企 業 、 団 体 に よ っ て 生 物 多 様 性 の 保 全 が 図 ら れ て い る 土 地 を OECM

（Other Effective area-based Conservation Measures）として認定

し保全を促進するものです。  

 

30by30   コラム４ 

（出典：環境省） 
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本市は、多島美を誇る波静かな瀬戸内海に面し、これまで、人々の暮らしや

経済・文化など様々な面において、瀬戸内海との深い関わりの中で、県都とし

て、また、四国の中枢管理都市として発展を続けてきた、海に開かれた都市です。 

「高松」は、天正 16（1588）年、豊臣秀吉の家臣生駒親正が玉藻浦に居城

を築き高松城と名付けたことに由来し、生駒 4 代 54 年、松平 11 代 220 年を

通じて城下町として栄えました。  

明治維新の廃藩置県後、香川県の県庁所在地となり、明治 23（1890）年

2 月 15 日に市制をしき、全国 40 番目の市としてスタートしました。  

これまでに大正、昭和、平成を通じ、8 回にわたる合併で、北は瀬戸内海か

ら南は徳島県境に至る、海・山・川など恵まれた自然を有する広範な市域の中

に、にぎわいのある都心やのどかな田園など、都市機能・水・緑が程よく調和

し、豊かな生活空間を有する都市となっています。  

恵まれた風土と地理的優位性を生かし、四国の中枢管理都市として発展して

きましたが、特に昭和 63（1988）年の瀬戸大橋開通や平成元（1989）年の

新高松空港開港、平成 4（1992）年の四国横断自動車道の高松への延伸など

により高松市を取り巻く環境が大きく変化する中、平成 11（1999）年 4 月、

中核市に移行しました。  

 

  

２  高松市の概要  
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本市の環境に関する現状（概要）を以下に示します。

詳細が述べられている本編につきましては、ホームペー

ジを御覧ください。  

また、毎年高松市の環境の現状をまとめた、「高松市

環境白書」を発行しています。  

（１）自然的条件  
 

■地理的特色  

本市は、四国の北東部、香川県のほぼ中央部に位置し、東西約 24km、南

北約 36km、面積は香川県の総面積のほぼ 20%に当たる 375.67km2（令和

５年５月 1 日現在）となっています。  

北部は瀬戸内海に面し、島々が点在し、中央部は讃岐平野と丘陵地が広が

り、南部は讃岐山脈で山々が連なっています。  

■気候  

 本市は、瀬戸内海式気候区に属し、比較的温暖で年間を通じて降水量は少

なく、日照時間が長い気候特性があります。  

 

 

 

 

 
 

 

（出典：気象庁「高松気象観測所」）  

（２）社会的条件   
 

■人口及び世帯数  

人口は、平成 27（2015）年をピークに減少傾向となっています。また、

世帯数は、増加傾向となっています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３  高松市の環境と現状   

環境白書 基礎調査  

HP はこちら  
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■土地利用の状況  

本市の土地利用状況は、山林が 39％と最も多く、次いで宅地が 24％、田

が 23％となっています。  

本市は、香川県全体と比べて、宅地利用が多いことが分かります。           

 

 

 

 

 

 

     

■産業の状況  

産業は、事業所数、従業員数ともに第 3 次産業が最も多く、全体の 80％

以上を占めています。中でも、「卸売業、小売業」が最も多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）地球環境  
 

■地球温暖化  

 本市の年平均気温は、50 年あたり 1.8℃の割合で上昇しています。  

1942（昭和 17）年から 1951（昭和 26）年までの年平均気温は 14.6℃

ですが、2013（平成 25）年から 2022（令和 4）年までの年平均気温は 17.1℃

となっており、上昇傾向にあります。  

■温室効果ガスの排出量  

本市の 2020（令和２）年度の温室

効果ガス排出量は、約 226 万 t- CO2

であり、基準年度(2013 年度)と比べ

36.2％減少、前年度と比べ 0.3％減

少しています。 

  

    

1%

0%

24%

16%

75%

84%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

香川県

高松市

従業者数

第１次産業 第２次産業 第３次産業

3%

1%

18%

14%

81%

85%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

香川県

高松市

事業所数

第１次産業 第２次産業 第３次産業

（出典）香川県統計年鑑 

（出典）令和 3 年経済センサス－活動調査（速報） 
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■部門別ＣＯ2 排出量  

本市の二酸化炭素排出量は、全国の合計値に比べて産業部門の占める割合

が小さく、代わりに、運輸部門、業務その他部門、家庭部門が大きな割合を

占めていることが特徴です。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全国                高松市  

部門別ＣＯ2 排出量の内訳  

（出典：令和２年度温室効果ガス排出量(環境省)） 

■再生可能エネルギー  

市内において、バイオマス以外の再生可能

エネルギーは、設備容量 314 万 kW、発電量

約 40 億 kWh/年のポテンシャルがあると推

計されています。  

エネルギー種別にみると太陽光発電の導入ポテ

ンシャルが高くなっており、特に農地におけ

るポテンシャルが全体の６割を占めています。 

■ごみ処理施設の発電量  

 南部クリーンセンター及び西部クリーンセンターでは、焼却熱を利用して 

発生した蒸気で発電を行います。電力は、施設内で使用するほか、余剰電力は  

電力会社へ送電しています。令和４年度の総発電電力量は、南部クリーンセン 

ターでは、17,304,370kWh、西部クリーンセンターでは、17,214,190kWh 

でした。 

■下水道事業における再生可能エネルギー  

 本市の東部下水処理場では、平成 28（2016）年から下水汚泥の処理過程

で発生する消化ガス（バイオマス）を燃料とする発電を行っています。発電

した電気は一部の設備を稼働する際の電力に使用し、残りは電力会社に買い

取ってもらい、その収入を下水道事業の維持管理費に充てています。令和４

年度の年間発電量は 3,240,919kWh であり、CO２削減量は、1,409.8ｔ- CO２

でした。 

（出典：高松市地域再エネ導入戦略） 

 

 



 

15 

 

第 

４ 

章 

第 

５ 

章 

第 

６ 

章 

第 

１ 

章 

第 

２ 

章 

第 

３ 

章 

（４）循環型社会  
 

■廃棄物  

 本市の１人１日当たりの排出量の

合計は、871g/人日で、全国平均と比

較して少ないです。  

 また、全国平均及び他３市と比較

して、生活系ごみは少ないものの、事

業系ごみは多いです。  

 

 

■水循環  

１人１日当たりの水使用量は、平成

10（1998）年をピークに減少傾向と

なっており、近年は概ね横ばいで推移

しています。 

 
 
 

（５）自然環境   
 

■地形  

本市は、四国の北東部に位置し東部は、屋島、庵治半島及び前田山の丘陵

が分布し、西部は、五色台から鷲ノ山に続く丘陵が高松平野を囲むように分

布しています。 

■植生  

本市の潜在自然植生は、常緑広葉樹林帯であるヤブツバキクラス域から落葉

広葉樹林帯であるブナクラス域まで及んでいますが、そのほとんどが、高木が

シイ、カゴノキ、クロガネモチ等の照葉樹で構成された森林となっています。 

代償植生は、市内のほとんどを占めていますが、自然植生に近いものとして、

シイ・カシ常緑広葉樹二次林、ウバメガシ二次林、クヌギ・コナラ等、夏緑広

葉樹二次林がみられます。 

■哺乳類  

本市には 7 目 32 種の哺乳類が生息しています。香川県が準絶滅危惧種に

指定している哺乳類が２種（アズマモグラ、ニホンイタチ）生息しています。  

■鳥類  

 野鳥は、繁殖地、越冬地を移動する種類も多く、季節で様変わりする特徴

があります。例えば、高松東部の新川、春日川等の河口干潟では年間約 130

種近くの野鳥が観察されています。また、栗林公園では約 90 種類の野鳥が

記録されています。  

（出典：環境省 一般廃棄物処理実態調査（令和３年度実績） 
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■淡水魚類  

 本市は、短い河川が多く、また、降水量が少なく川

の水量も少ないことや、ため池の多くは利水用である

こと等から、淡水魚の生息環境としては厳しい地理的

特性があります。そのような中、ヌマムツ、イトモロ

コ、ヤリタナゴ、シマドジョウ、カジカ、ニッポンバ

ラタナゴ等の希少種の生息が確認されています。  

■海水魚類等  

 本市は、我が国の最大の内海である瀬戸内海の海域の一つ、備讃瀬戸に面

しており、多くの海水魚類等が生息しています。魚種別漁獲量では、いかな

ご、いわし類、たこ類で、全体の約 6 割を占めています。また、分布域が狭

く、頭足類としては希少性が高い、ヒメジンドウイカ、ベイカの分布が確認

されています。 

■両生・爬虫類  

本市の両生類は 15 種が確認されており、そのうち希少種は 6 種（セトウ

チサンショウウオ、イシヅチサンショウウオ、アカハライモリ、トノサマガ

エル、ニホンヒキガエル、ナゴヤダルマガエル）となっています。  

本市の爬虫類は 16 種が確認されており、そのうち希少種は 2 種（タワヤ

モリ、ニホントカゲ）となっています。 
 

（６）生活環境    

 

■大気環境  

環境基準が定められた６物質中、二酸化いおう、浮遊粒子状物質、二酸化

窒素、一酸化炭素及び微小粒子状物質(ＰＭ2.5)については、測定している

すべての測定局で環境基準を達成しましたが、光化学オキシダントについて

は測定している４測定局すべてで、環境基準を達成しませんでした。  

■水質 

 水質汚濁に係る環境基準については、環境基本

法に基づいて、人の健康の保護に関する環境基準

(健康項目)は、公共用水域と地下水に一律に定め  

られており、生活環境の保全に関する環境基準(生  

活環境項目)は、指定された水域類型ごとに定め 

られています。 

本市では、10 河川 12 地点の水域で類型が指定 

されており、各水域の測定地点で水質調査を行っ 

ています。河川において環境基準（BOD）を達成し 

たのは 12 地点中７地点（達成率 58.3％）でした。 

類型 BOD 基準値 

A ２mg/L 以下 

B ３mg/L 以下 

C ５mg/L 以下 

D ８mg/L 以下 

E 10mg/L 以下 

 

ヌマムツ 
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（７）都市環境  
 

■公共交通利用率  

 令和２年度において、新型コロナウイルス

感染症の影響による、学校の臨時休業や外出

自粛などに伴い、公共交通利用率が大幅に低

下しましたが、近年は回復傾向にあります。 

  

■都市公園  

 都市公園等の設置状況は、面積、公園数と

もに概ね横ばい傾向にあります。 

  

 

（８）環境保全活動  
 

■環境教育・環境学習  

 環境活動団体と協力して、出前

講座や環境ワークショップ、自然

観察体験など、多様な環境学習を

実施しています。  

 新型コロナウイルス感染症防止

のため、令和 2 年度は、年度前半

及び夏休みは講座が中止になり、

参加者数が大幅に減少しました

が、徐々に回復傾向にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HP はこちら  

秋薫るしおのえ里山バスツアー 芋堀り体験バスツアー 
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 （１）調査の目的  
 

本計画の策定に当たり、本市の環境の現状と将来像について、

また市として取り組むべき課題を把握するため、「高松市環境に

関するアンケート」を実施しました。  

市民等意識調査結果の詳細が述べられている本編につきまし

ては、ホームページにて公表しています。 

 

（２）調査の対象  
 

  ■市民アンケート  

   住民基本台帳をもとに、無作為に抽出した 18 歳以上の市民 1,000 人 

  ■事業者アンケート  

   無作為に抽出した高松市内の 300 事業者 

  

 （３）調査の実施方法  
 

  ■実施期間 

   令和４年９月 30 日（金）～令和４年 10 月 14 日（金）  

  ■配布及び回収方法  

   郵送にて配布し、郵送若しくはウェブにて回収 

  

 市民アンケート  事業者アンケート  

送付数  1,000 300 

回収数  
311 150 

郵送：207 ウェブ：104 郵送：61 ウェブ：89 

回収率  31.1% 50.0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４  アンケート調査結果の概要  

HP はこちら  
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 （４）環境についての関心度  
 

市民を対象に、14 の項目について、どのくらい関心があるかを聞きまし  

た。特に「美しい景観」「緑の空間」などの都市環境に強い関心が持たれて

います。「ごみの減量・資源化（食品ロスを含む）や、地球規模で対策が求

められている「地球温暖化の防止」なども高い関心が持たれています。  

また、前回（平成 26 年度）の結果と比較すると、「都市環境」「循環型社

会」「地球環境」「市民参加」に関する項目については関心度が上昇していま

す。 
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

生活排水や事業場からの排水

騒音・振動・悪臭

ばい煙や自動車排出ガスによる大気汚染

化学物質や農薬等による環境汚染

身近な生き物

自然とのふれあい

美しい景観

緑の空間

ごみの減量・資源化（食品ロスを含む）

水の循環利用

地球温暖化の防止

再生可能エネルギーへの転換

環境活動（環境美化、緑化活動等）

環境教育、環境学習

環境についての関心度

大いに関心がある 関心がある 関心はない
n=297～303

生活環境 

自然環境 

都市環境 

循環型社会 

地球環境 

市民参加 
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（５）環境に対する評価（改善度・満足度）  
 

 市民を対象に、お住まいの地区を対象とした環境について、ここ数年での

「改善度」及び「満足度」を聞きました。下図は、改善度及び満足度を点数

化し、相関関係をグラフ化したものです。 

 改善度・満足度が高い項目としては、「地域や学校での環境教育」、「水の

循環利用と節水の推進」などがあります。また、改善度は高いが、満足度が

低い項目は、「河川や池のきれいさ」、「快適な歩行・自転車利用の空間」な

どです。 

一方、改善度・満足度が低い項目としては、「身近で感じる地球温暖化の

現状」、「公共交通の利便性」があり、今後、特に改善が必要な項目になって

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
16

17

18

19

20

21

22

23

24

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

-40 -30 -20 -10 0 10 20 30
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足
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改善度

改善されており、 

満足している。 

 

改善されておらず、 

不満を感じている。 

改善されていないが、

それほど不満はない。 

改善されているが、 

まだ十分ではない。 

地域や学校で

の環境教育 

水の循環利用

と節水の推進 

公共交通の 

利便性 

身近で感じる地

球温暖化の現状 

快適な歩行・自

転車利用の空間 

河川や池の 

きれいさ 

鳥などの動物、虫や魚な

ど身近な生き物の生息数 

身近な自然と

のふれあい 
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項目一覧表 

1  空気のきれいさ  13 快適な歩行・自転車利用の空間 

2  河川や池のきれいさ  14 公共交通の利便性 

3  海のきれいさ  15 ゆとりの空間（公園や運動場など） 

4  土壌汚染の状況  16 自然や緑と調和したまち並み 

5  安定した水資源の確保  17 歴史的・文化的遺産と調和したまち並み 

6  水の循環利用と節水の推進  18 ごみ出しのマナーや分別収集 

7  騒音や振動の状況  19 ごみの減量・リサイクルの推進 

8  悪臭の状況  20 ごみのポイ捨て 

9  野山や森林、田畑などの緑の豊かさ  21 廃棄物の不法投棄 

10  海や川など、うるおいのある水辺空間  22 身近で感じる地球温暖化の現状 

11  
鳥などの動物、虫や魚など身近な生き物の生

息数  
23 地域や学校での環境教育 

12  身近な自然とのふれあい  24 環境活動への参加 

 

注  改善度は、良くなった〈 ＋1 〉点、変わらない〈 0 〉点、悪くなった〈 －1 〉

点、満足度は、大いに満足〈 ＋2 〉点、満足〈 ＋1 〉点、不満〈 －2 〉点とし

て、これに各回答の割合を乗じて点数化しました。  

 

（６）ゼロカーボンシティの認知度  
 

事業者を対象に、「高松市ゼロカーボンシティ」宣言の認知度を聞きました。  

本市が「ゼロカーボンシティ」宣言をしたことは、75%の事業者が認知し

ていますが、「よく知っている」は 19%に留まり、「知らない」が 25％となっ

ているため、今後も積極的に情報発信を行っていくとともに、事業者が「自

分ごと」として捉えてもらえるように丁寧な説明を行っていく必要がありま

す。 
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（７）ゼロカーボンシティ実現のために取り組むべきこと  
 

 事業者を対象に、本市がゼロカーボンシティ実現のために、市はどのよう

なことを優先的に取り組むべきか聞きました。  

 本市がゼロカーボンシティ実現のために取り組むべきこととしては、「公

共交通機関の利便性を向上させ、過度に自動車に依存しない移動を推進する」

が 52.7％と最も多く、次いで、「食品ロス削減やごみ分別の徹底等、ごみの

排出削減や資源化を推進する」が 50％、「学校等の教育機関による環境教育・

環境学習の充実を推進する」が 42％となっています。 

公共交通機関の利便性の向上や太陽光発電等の再生可能エネルギーの普及

促進など、ハード面での取り組みに加えて、普及啓発や環境教育などのソフ

ト面での取り組みを求める声が多くなっています。  
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（１）循環型社会 
 

ボランティア清掃の参加数は、達成率がマイナスとなっています。これは、実施

予定であった５つの不法投棄撲滅クリーン作戦すべてが新型コロナウイルス感染症

拡大防止等のため中止となったためと考えられます。また、地区単位や地域で実施

している多くのボランティア清掃活動も、同様に中止となった事業もあることによ

り、ボランティア清掃の参加者数が大幅に減少したと考えられます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）地球環境 
 

概ね目標を達成できています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策の柱 指 標  名 

H26 年度 

(2014) 

基準値 

R5 年度 

(2023) 

目標値 

R4 年度 

(2022) 

実績値 

評価 
R4 実績の 

達成率 

No.11 

廃棄物の減量と 

資源循環の推進 

１人１日当たりのごみ排出量 

【ｇ/人･日】 
970  874  882  A 103.1% 

１人１日当たりの資源化量 

【ｇ/人･日】 
207  192  169  E - 

No.12 

廃棄物の適正処理

の確保 

一般廃棄物の年間埋立処分量 

【ｔ/年】 
13,236  11,270  13,346  E ▲6.3% 

産業廃棄物の不適正保管量

【ｔ】 
12,372  11,500  11,536  A 107.9% 

ボランティア清掃の参加者数 

【人/年】 
155,438  226,000  143,299  E ▲19.4% 

不 法 投 棄 通 報 、 相 談 件 数 

【件/年】 
150  100  138  D 27.0% 

No.13 

水循環の推進 

１人１日当たりの水道平均使

用水量【Ｌ/人･日】 
301  299  301  D 0.0% 

下 水 再 生 水 利 用 施 設 数 

【施設】 
61  65  62  D 28.1% 

透水性舗装の整備面積(累積)

【㎡】 
52,927  59,357  60,448  A 131.6% 

 

施策の柱  指 標  名 

H26 年度 

(2014) 

基準値 

R5 年度 

(2023) 

目標値 

R4 年度 

(2022) 

実績値 

評価 
R4 実績 

の達成率 

No.21 

地球温暖化  

対策の推進  

総電力消費量に占める太陽光発電

システム設置費補助事業による発

電量の割合【%】  

1.18  1.97  1.73  C 78.3% 

市有施設における再生可能エネル

ギー発電設備の発電出力【kW】  
3,068  5,060  4,936  A 105.5% 

家庭における地球温暖化防止のた

めの取組の実施率(アンケート結果)

【%】  

32.6  57.4  37.7  D 23.1% 

 

 

５  前計画の指標の達成状況   
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（３）生活環境 
 

大気環境については、すべての指標で目標値を達成していますが、河川 BOD 値の環境基

準の達成率は、E 評価※となっています。これは、下水道普及地域外への住宅増加に伴う生

活排水の流入が要因の一つと考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注 河川 BOD 値の環境基準の達成率は、現状維持を目標としています。 

施策の柱  指 標  名 

H26 年度 

(2014) 

基準値 

R5 年度 

(2023) 

目標値 

R4 年度 

(2022) 

実績値 

評価 
R4 実績 

の達成率 

No.31 

水環境の保全 

河川ＢＯＤ値の環境基準の達

成率【%】  
66.7  66.7  58.3  E - 

海域ＣＯＤ値の環境基準の達

成率【%】  
100  100  100  A - 

汚水処理人口普及率 (合併処

理浄化槽での処理人口を含む。)

【%】  

84.9  89.3  89.3  A 112.5% 

合併処理浄化槽補助件数 (累

積 )【件】  
19,650  24,850  24,516  A 105.3% 

下水道管路耐震化率【%】  35.0  39.2  39.7  A 125.9% 

雨水対策整備率【%】  48.5  49.6  48.8  D 30.7% 

No.32 

大気環境の 

保全 

大気に係る環境基準の達成率  

二酸化いおう【%】  

 

100 

 

100 

 

100 

 

A 
- 

 二酸化窒素【%】  100 100 100 A - 

 一酸化炭素【%】  100 100 100 A - 

浮遊粒子状物質【%】  100 100 100 A - 

ベンゼン【%】  100  100  100  A - 

 トリクロロエチレン【%】  100  100  100  A - 

テトラクロロエチレン【%】 100  100  100  A - 

 ジクロロメタン【%】  100  100  100  A - 

光化学オキシダントの注意

報・警報の発令回数【回】  
0  0  0  A - 

微小粒子状物質(PM2.5)の注

意喚起回数【回】  
0  0  0  A - 

No.33 

騒音・振動・悪

臭・化学物質対策

などの推進 

騒音に係る環境基準の達成率  

一般地域(昼夜全日)【%】  

 

100  

 

100  

 

100  
A - 

ダイオキシン類の環境基準の

達成率【%】  
100  100  100  A - 
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 （４）自然環境 
 

「ため池守り隊」市民活動取組箇所数の達成率がマイナスとなっています。これ

は、新たな市民活動団体の加入がなかったことなどが原因と考えられます。 

   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 （５）都市環境 
 

公共交通機関利用率やレンタサイクル利用者数は、達成率がマイナスとなってい

ます。これは、新型コロナウイルス感染症の拡大により、利用者が減少したためと

考えられます。 

また、文化財学習会・体験講座参加者数は、達成率がマイナスとなっています。

これは、新型コロナウイルス感染症の拡大により、参加者が減少したためと考えら

れます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

施策の柱 指 標  名 

H26 年度 

(2014) 

基準値 

R5 年度 

(2023) 

目標値 

R4 年度 

(2022) 

実績値 

評価 
R4 実績 

の達成率 

No.41 

自然環境の  

保全  

耕作放棄地再生利用面積

(累積 )【ha】  
13.1  22.0  16.3  D 40.4% 

「ため池守り隊」市民活動取

組箇所数【か所】 
15  24  14  E ▲12.5% 

No.42 

自然とのふれ

あいの充実  

市民農園設置数【か所】 32  32  30  E - 

香南アグリーム利用者数

【万人】  
6.6  7.5  7.0  C 50.0% 

 

施策の柱 指 標  名 

H26 年度 

(2014) 

基準値 

R5 年度 

(2023) 

目標値 

R4 年度 

(2022) 

実績値 

評価 
R4 実績 

の達成率 

No.51 

環境にやさし

い交通環境の

整備 

公共交通機関利用率【%】  13.8  16.5  13.2  E ▲25.0% 

レ ン タ サ イ ク ル 利 用 者 数

【人/年】  
306,580  328,500  150,625  E ▲800.4% 

自転車走行空間の整備済延

長 (累積 )【㎞】  
4.2  15.9  11.2  C 67.3% 

No.52 

身近な緑の 

保全と創造 

市民１人当たりの都市公園等

の面積【㎡/人】 
8.14  9.28  9.40  A 124.3% 

民有地緑化助成数【件/年】 4  4  2  C 65.6% 

建物緑化助成数【件 /年】  2  2  0  D 12.5% 

小学校校庭の芝生化実施校

数 (累積 )【校】  
12  17  17  A 112.5% 

No.53 

美しい景観の

保全と創造 

特別な区域における既存不適

格広告物の適正化率【%】 
20  80  75  A 103.1% 

文化財学習会・体験講座参

加者数【人 /年】  
1,219  1,400  215  E ▲624.0% 
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（６）環境保全活動  
 

環境学習講座参加者数は、達成率がマイナスとなっています。これは、新型コロ

ナウイルス感染防止対策として、参加人数を制限したことなどにより、参加者数が

伸び悩んだためと考えられます。  

また、「いざ里山」市民活動支援事業参加団体数が、達成率がマイナスとなって

います。これは事業完了等により申請団体数が減少したためと考えられます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【達成率評価基準】  

 

 

 

 

 

 

 

 

注  平成 26 年度基準値の現状維持を目標としている指標については、目標を達成し

ていればＡ評価、目標を達成していなければＥ評価としています。現状維持を

目標としている指標については、指標名を黒太字で表記しています。  

前計画の指標の達成状況の詳細が述べられている本編につきましては、ホーム

ページにて公表しています。 

 

 

 

 

 

評価 達成率  

Ａ  100％以上  

Ｂ  80％以上 100％未満  

Ｃ  50％以上 80％未満  

Ｄ  0％以上 50％未満  

Ｅ  0％未満（マイナス） 

施策の柱 指 標  名 

H26 年度 

(2014) 

基準値 

R5 年度 

(2023) 

目標値 

R4 年度 

(2022) 

実績値 

評価 
R4 実績 

の達成率 

No.61 

環境教育・環

境学習の充実 

環境学習講座参加者数【人/年】 2,146  2,400  1,760  E ▲171.0% 

南部クリーンセンター (エコ

ホタル )環境学習参加者数

【人/年】  

2,943  3,450  3,015  D 16.0% 

No.62 

環境保全活動

の推進 

「いざ里山」市民活動支援事

業参加団体数【団体】  
11  29  1  E ▲62.5% 

「たかまつマイロード」事業

認定団体数【団体】  
113  123  128  A 168.7% 

公園愛護会の団体数【団体】 149  160  158  B 92.0% 

 

 
【達成率算出方法】                                

          (R4 実績値  －Ｈ26 基準値）                                                                                                                                     

                                                ×100 

 (R5 目標値－Ｈ26 基準値)÷9(計画年数)×８(経過年数)  

HP はこちら  
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（１）地球環境 
 

 市民アンケート調査では、「身近で感じる地球温暖化の現状」について、

改善度・満足度ともに低い結果となっています。今後は、国の動向などを注

視しながら、各種施策に取り組んでいく必要があります。  
 

（２）循環型社会 
 

 前計画の指標の達成状況をみると、一般廃棄物の排出量（収集量）は、近

年、減少から横ばいに変化しています。今後も引き続き、さらなる減量化・

資源化の推進に向けた効果的な取組を進める必要があります。  
 

（３）自然環境 
 

市民アンケート調査では、「鳥などの動物、虫や魚など身近な生き物の生

息数」等自然環境分野の項目について、改善度が低くなっています。自然環

境の保全を図るとともに、自然の大切さを実感できるように、身近な自然と

のふれあいを充実させる取組を進めていく必要があります。  
 

（４）生活環境 
 
  

市民アンケート調査では、「海のきれいさ」、「河川や池のきれいさ」の項

目について、満足度が低くなっています。また、前計画の指標の達成状況を

みると、一部河川では環境基準を達成できていないため、今後も引き続き、

生活排水等の取組を進めていく必要があります。 
 

（５）都市環境 
 

市民アンケート調査では、「公共交通の利便性」が改善度・満足度ともに

やや低くなっており、過度に自動車に依存しないような交通体系の整備や、

公共交通の利用促進を図る必要があります。  
  

（６）環境保全活動  
 

 市民アンケート調査では、「環境活動」「環境教育、環境学習」といった市

民参加の項目の関心度は前回（平成 26 年度）と比較して、高くなっています

が、環境を良くするためには、マナーを守ることが大切であり、市民の環境

意識のさらなる向上を図る必要があります。  

 また、環境学習参加者数をみると、徐々に回復傾向にあるものの、令和４

年度の実績値は、前計画の目標値を達成していません。引き続き、出前講座

やイベント等を実施し、多くの市民や事業者が環境問題を「自分ごと」とし

てとらえ、行動へ結びつけていくことが課題です。

６  今後の課題  
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第３章 目指すべき環境像と基本目標 

１ 目指すべき環境像 

２ 基本目標 

３ 施策体系図 

４ 基本目標・施策の柱・施策の項目の相互関連表 
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 本市は、豊かな自然と都市機能が調和したまちです。この環境を次世代につ

なぐためにも、市民や事業者等と協働し、地域全体で環境問題に取り組む必要

があります。市民一人ひとりが、環境問題を自分ごととしてとらえ、地域の環

境や生物多様性を思いやることで、「誰一人取り残さない」持続可能なまちを

目指します。 

特に近年は、温暖化をはじめとした環境問題が、地球規模となっており、世  

界的に脱炭素化への対応が求められています。本市では、一人ひとりが率先し

て脱炭素型ライフスタイルの実践に努め、地球環境に配慮した行動をとること

で、ゼロカーボンシティの実現に貢献します。そして、誰もが住み続けたいと

思うまちを、未来の子どもたちに、しっかりとつないでいきたいと考えていま

す。 

また、市民・事業者・行政の協働による計画の推進を実現するため、市の施  

策とともに、市民・事業者・行政の役割や行動指針を示した計画とします。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行政 

「人」と「さと・まち」が結びつき 未来へつなぐ 

 持続可能な都市 たかまつ 

１  目指すべき環境像  

  

事業者 

市民 
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本計画では、目指すべき環境像の実現に向けて、高松市環境基本条例の規定

に基づき、環境の範囲を定め、「地球環境」「循環型社会」「自然環境」「生活環

境」「都市環境」「環境保全活動」のそれぞれの範囲ごとに６つの基本目標を掲

げて、取組を推進しています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２  基本目標   

【生活環境】 

安全で安心して 

暮らせる生活環境を 

守ります 

【自然環境】 

豊かな自然環境を 

守り育てます 

【循環型社会】 

限りある資源を大切に

する循環型社会を 

形成します 

【都市環境】 

美しく快適な 

都市環境を 

確保します 

【地球環境】 

脱炭素型社会の実現 

に向けて積極的に 

取り組みます 

【環境保全活動】 

環境に配慮できる 

人づくり・地域づくり

を進めます 
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目指すべき

環 境 像 
基本目標  施策の柱  

 

1 

脱 炭 素 型 社 会 の

実 現 に 向 け て 積

極 的 に 取 り 組 み

ます 

 11 地球温暖化対策の推進  

 12 脱炭素型まちづくりの推進  

2 

限 り あ る 資 源 を

大 切 に す る 循 環

型 社 会 を 形 成 し

ます 

 21 
廃棄物の減量と資源循環の

推進 

 22 廃棄物の適正処理の確保  

 23 水循環の推進  

３  
豊 か な 自 然 環 境

を守り育てます 

 31 自然環境の保全  

 32 自然とのふれあいの充実  

4 

安 全 で 安 心 し て

暮 ら せ る 生 活 環

境を守ります 

 41 水環境の保全  

 42 大気環境の保全  

 43  良好な生活環境の保全  

5 

美 し く 快 適 な 都

市 環 境 を 確 保 し

ます 

 51 
環境にやさしい交通環境の

整備 

 52 身近な緑の保全と創出  

 
53 美しい景観の保全と創出  

  

6 

環 境 に 配 慮 で き

る人づくり・地域

づ く り を 進 め ま

す 

 61 環境意識の醸成  

 62 環境教育・環境学習の充実  

 

３  施策体系図  

  

「
人
」
と
「
さ
と
・
ま
ち
」
が
結
び
つ
き 

未
来
へ
つ
な
ぐ 

持
続
可
能
な
都
市 
た
か
ま
つ 
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施策の項目  

111 再生可能エネルギー等の利用促進  

112 脱炭素型ライフスタイルの普及促進  

121 コンパクト・エコシティの推進  

122 スマートシティの推進  

123 グリーントランスフォーメーション（GX）の推進  

211 ごみの発生抑制の推進  

212 ごみの減量と資源化の推進  

221 廃棄物処理の推進  

231 節水意識の啓発  

232 水の循環利用の推進  

311 豊かな自然環境の保全  

312 健全な生態系回復の促進  

321 自然とふれあう場づくり  

411 水質の保全  

412 水災害への備え  

421 大気汚染対策の推進  

431 騒音・振動対策の推進  

432 悪臭対策の推進  

433 化学物質対策などの推進  

511 公共交通ネットワークの充実  

512 自転車利用環境の向上  

521 公園・緑地の充実、緑の活用 

531 美しいまちの形成  

532 歴史的・文化的財産の保全  

611 環境啓発の推進  

621 環境教育・環境学習の推進  

622 学校教育活動の充実  
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４  基本目標・施策の柱・施策の項目の相互関連表  
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41 水環境の保全

411 水質の保全

412 水災害の備え

42 大気環境の保全

421 大気汚染対策の推進

43 良好な生活環境の保全

431 騒音・振動対策の推進

432 悪臭対策の推進

433 化学物質対策などの推進

基本目標４：生活環境

32 自然とのふれあいの充実

321 自然とふれあう場づくり

31 自然環境の保全

312 健全な生態系回復の促進

311 豊かな自然環境の保全

基本目標３：自然環境

21 廃棄物の減量と資源循環の推進

211 ごみの発生抑制の推進

212 ごみの減量と資源化の推進

22 廃棄物の適正処理の確保

221 廃棄物処理の推進

23 水循環の推進

231 節水意識の啓発

232 水の循環利用の推進

基本目標２：循環型社会

61 環境意識の醸成

611 環境啓発の推進

62 環境教育・環境学習の充実

621 環境教育・環境学習の推進

基本目標６：環境保全活動

51 環境にやさしい交通環境の整備

511 公共交通ネットワークの充実

512 自転車利用環境の向上

53 美しい景観の保全と創出

531 美しいまちの形成

532 歴史的・文化的財産の保全

52 身近な緑の保全と創出

521 公園・緑地の充実、緑の活用

基本目標５：都市環境

11 地球温暖化対策の推進

111 再生可能エネルギー等の利用促進

112 脱炭素型ライフスタイルの普及促進

12 脱炭素型まちづくりの推進

121 コンパクト・エコシティの推進

122 スマートシティの推進

123 グリーントランスフォーメション
（ GX ）の推進

基本目標１：地球環境

622 学校教育活動の充実
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第４章 施策の展開 

 

基本目標１ 脱炭素型社会の実現に向けて積極的に取り組みます  

「ゼロカーボンシティ」の実現に向け、再生可能エネルギーや脱炭素型ライフスタイルの普

及促進に取り組みます。また、コンパクト・エコシティやグリーントランスフォーメーショ

ン等を推進し、脱炭素型まちづくりを目指します。  

 

基本目標２ 限りある資源を大切にする循環型社会を形成します  

循環経済（サーキュラーエコノミー）の視点をもって、ごみの減量や資源循環に取り組み、

限りある資源を大切に持続可能な循環型社会を目指します。また、地域循環共生圏を意識し

た水資源の有効利用を活用し、持続可能な水源の保全・涵養に取り組みます。  

 

基本目標３ 豊かな自然環境を守り育てます  

海や山など、自然環境を守るとともに、身近な自然とのふれあいを充実させる取組を進めま

す。多様な生物が生息できる環境を目指し、豊かな自然環境の保全に努めます。  

 

基本目標４ 安全で安心して暮らせる生活環境を守ります  

水環境や大気環境の保全をはじめ、騒音や振動等の対策にも取り組み、市民が安心して、健

康に生活できる環境を守ります。  

 

基本目標５ 美しく快適な都市環境を確保します  

公園・緑地の充実や美しい景観の保全に取り組み、美しいまちづくりに取り組みます。また、

自動車に依存しない公共交通ネットワークの充実や自転車利用環境の充実など、快適な都市

環境を確保します。  

 

基本目標６ 環境に配慮できる人づくり・地域づくりを進めます 
基本目標６は、分野横断的な目標であり、５つの基本目標全てに通じるものです。環境につ

いて関心を持ち、理解を深め、市民一人ひとりの環境意識の醸成を図るため、取組を推進し

ます。また、次世代を担う子どもたちが、環境に配慮した行動ができるよう、環境教育・環

境学習の充実を図ります。  
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■本市では、平成 29（2017）年 3 月に現行の「地球温暖化対策実行計画」を

策定し、地球環境の保全に取り組んできました。気候変動適応法の施行など、

計画を取り巻く状況が変化したことから、令和４年３月に計画の一部改定を

行い、市内の温室効果ガス排出量の削減目標等を見直しました。また、市役

所においても率先して環境負荷を低減するため、エコシティたかまつ環境マ

ネジメントシステムを策定し、温暖化対策に取り組んでいます。  

 

■近年、台風や豪雨などの異常気象による災害が国内外で増加しています。

IPCC1.5℃特別報告書によると、気温上昇を 2℃よりリスクの低い 1.5℃に

抑えるためには、2050 年前後に二酸化炭素の排出を実質ゼロにする必要が

あると示されています。これを受け、国内外で脱炭素化への動きが加速して

きたことから、本市でも、令和 2 年 12 月 3 日に、「ゼロカーボンシティ」

を宣言しました。  

 

■本市の温室効果ガス排出量は約 245 万 t- CO2（2018 年度）ですが、2030

年度の目標である実質約 190 万トン（2013 年度比-46%）を達成するため

に、市民、事業者、行政が協働し、「ゼロカーボンシティ」の実現に向け、

再生可能エネルギーの利用や脱炭素型ライフスタイルの普及促進などに取り

組む必要があります。  

 

 

 

 

基本目標１  
 

 脱炭素型社会の実現に向けて積極的に取り組みます 

 
         地球温暖化対策の推進  施策の柱 11 

現状と今後の課題  
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（111）再生可能エネルギー等の利用促進  

 

太陽エネルギーの利用促進  

日射量が多いという地域特性から、太陽エネルギーの利活用を進めます。 

太陽光発電システムや、連携する蓄電システムの設置を促進するほか、導入

可能な市有施設に、太陽光発電システムを導入します。また、未利用の市有

地の有効活用を兼ねて、太陽光発電設備の設置拡大を図ります。  

 さらに、エネルギーの効率的利用や、災害時の停電等のリスク低減のため、

エネルギーの地産地消や、エネルギーマネジメントシステムの導入を進めま

す。 

その他のエネルギーの利用促進  

東部下水処理場において、下水汚泥の処理過程で発生する消化ガスや、南 

部・西部クリーンセンターにおいて、廃棄物を焼却する際に発生する熱エネ 

ルギーを利用して発電等を行っています。 

 今後も引き続き、再生可能エネルギーによる発電等を行います。また、今 

後整備予定の次期ごみ処理施設においても、エネルギーの積極的な活用と地 

産地消を図ります。  

 さらに、第 6 次エネルギー基本計画に基づき、水素の利活用などについて 

検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主な取組  

太陽光発電設備（香東川浄化センター） 

太陽光発電設備（牟礼環境美化センター跡） 
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 （112）脱炭素型ライフスタイルの普及促進  

 

省エネ行動の推進  

節電の周知・啓発や消費電力測定器の貸出などにより、家庭等での省エネ

を促進します。また、市有施設においても、「エコシティたかまつ環境マネ

ジメントシステム」の取組を進め、クールビズ・ウォームビズの通年化によ

る電気使用量の削減や、DX* 4 の推進によるペーパーレス化など、率先して

省エネに取り組みます。  

環境教育・環境学習の実施  

小・中学生を対象とした各種行事等を通じて意識啓発を図るとともに、生

涯学習センター、コミュニティセンター等における講座や、南部クリーンセ

ンター（エコホタル * 5）におけるリサイクル体験学習、見学会を通じて地球

温暖化防止の重要性を啓発します。  

脱炭素型ライフスタイル推進リーダーの養成 

地球温暖化の原因となる温室効果ガスは、およそ６割が、家庭で消費する

物やサービスを提供するために排出されることが分かっています。脱炭素型

ライフスタイルを実践する推進リーダーを養成し、市民の生活様式の転換を

図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■■■■■用語解説■■■■■  

* 4 DX（デジタルトランスフォーメーション）  

将来の成長、競争力強化のために、新たなデジタル技術を活用して新たなビジネスモデルを創出・柔軟に改

変することです。  

* 5 エコホタル  

本市のごみ処理施設である南部クリーンセンターの管理棟は、「ホタルの里」でも有名な地域を生かし、ウミ

ホタルのような美しいイメージとエコ（環境）とを 組み合わせ、愛称「エコホタル」と呼ばれています。環境

学習の活動拠点として広く市民に親しまれています。  

令和５年度  脱炭素型ライフスタイル推進リーダー養成講座  
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指標名 
現状値 

（R4 年度） 

目標値 

（R9 年度） 

目標値 

（R13 年度） 

太陽光発電システムと連携する蓄電

システムへの市補助件数（累計）  
879 件  1,400 件  2,067 件  

市 有 施 設 に お け る 再 生 可 能 エ ネ ル

ギー発電設備の発電出力  
4,936kW 5,764kW 5,824kW 

環境学習講座参加者数（再掲）  1,760 人  1,910 人  2,030 人  

 

 

 

  

私たちにできることの取組例 
 

事 

業 

者 

▶太陽光発電など、できるだけ再生可能エネルギーを利用します。 

▶省エネルギーを考慮した設備の導入に努めます。  

▶一年を通じたクールビズ・ウォームビズの取組に努めます。 

▶地球温暖化や脱炭素に関心を持ち、環境負荷の少ない事業活動  

に努めます。  

▶エネルギーを合理的に利用するためにエネルギーマネジメント  

を実施します。  

 

市 
 

 

民 

▶住宅用の太陽光発電システムや蓄エネルギー機器の導入に努め  

ます。 

▶テレビや照明をこまめに消すなど、省エネ行動を実践します。  

▶地球温暖化の影響や、脱炭素社会について理解を深めます。 

▶電化製品、照明機器等は省エネ機器を積極的に購入します。  

 

指標と目標値  
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■2050 年二酸化炭素排出量の実質ゼロを目指す「ゼロカーボンシティ」の実

現のためには、大きな排出源となる都市部での脱炭素化を進める必要があり

ます。 

 

■本市では、集約拠点への都市機能の集積や市街地の拡大抑制によるコンパ

クトで持続可能な人と環境にやさしい公共交通を基軸とした環境共生都市

である「多核連携型コンパクト・エコシティ」の実現に向けて取り組んで

います。 

 

■本市では、ICT 施策に関する総合的な指針として、「スマートシティたかま

つ推進プラン」を策定し、スマートシティの実現を目指す中で、データを活

用した住民の行動変容を促す仕組みの創出など、持続可能な低炭素社会モデ

ルに資する各種取組を推進しています。  

 

■本市の部門別の温室効果ガス排出で多くの割合を占めているのが運輸部門で

す。自動車等の温室効果ガスの排出削減対策には、次世代自動車の普及促進

など市民及び事業者を巻き込んだ取組が必要不可欠です。  

 

 

■グリーントランスフォーメーション（GX）は、地域の脱炭素化と産業競争  

 力の向上の両立を目指して、クリーンエネルギーへの転換により経済システ 

 ムの改革を図る取組です。事業者等と連携してグリーントランスフォーメー  

 ション（GX）を推進することにより、ゼロカーボンシティの実現と暮らし 

 の質の向上を目指しています。  

 

 

 

         脱炭素型まちづくりの推進  施策の柱 12 

現状と今後の課題  
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（121）コンパクト・エコシティの推進  

 

多核連携型コンパクト・エコシティの推進  

集約拠点への都市機能の集積と市街地の拡大抑制によるコンパクトな都市

構造及び人と環境にやさしい公共交通を基軸とした環境配慮型交通システム

を併せ持つ、持続可能な環境共生都市「多核連携型コンパクト・エコシティ」

を目指します。 

まちなかウォーカブル* 6 の推進 

中心市街地を取り巻く環境の変化に対応し、都市の魅力を向上させ、「に

ぎわいと活力あるまちづくり」を実現するとともに、自家用車に過度に依存

しない「居心地が良く歩きたくなるまちなかづくり」を目指します。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■■■■■用語解説■■■■■  

* 6 まちなかウォーカブル  

 居心地の良い、ひと中心の空間をつくり、出かけたくなる、歩きたくなるまちの様子 のことです。  

主な取組  

 

本市では、将来的な人口減少、少子・  

超高齢社会を見据え、低密度で拡散型の  

都市構造から、集約型の都市構造へ転換  

するためのビジョンとして、平成 20 年  

に策定した高松市都市計画マスタープラ  

ンを踏まえ、平成 25 年２月に多核連携型コ

ンパクト・エコシティ推進計画を策定し、 

集約拠点への都市機能の集積や市街地の  

拡大抑制によるコンパクトで持続可能な  

「多核連携型コンパクト・エコシティ」  

の実現に向け取り組んでいます。  

 詳細が述べられている本編につきまし 

ては、ホームページを御覧ください。 

多核連携型コンパクト・エコシティ    コラム５ 

HP はこちら  
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 （122）スマートシティの推進  

 

ゼロカーボンシティの実現に向けたエネルギー利用の最適化  

電気事業者との連携の下、再生可能エネルギーの拡大、遠隔制御可能な大

型蓄電池等エネルギー資源の導入、IoT* 7 を活用したエリア単位でのエネル

ギーマネジメントシステム* 8 の整備を行います。 

さらに、交通や産業等の分野とのデータ連携を進め、CO2 排出量・削減量

の見える化を進めるとともに、CO2 削減行動へのインセンティブの創出等に

よって企業や住民の行動変容を促します。  

建物のゼロエネルギー化の促進  

 市民に対し、エネルギーの地産地消・暮らしの低炭素化の推進を目的に、

スマートハウス* 9 等の普及による住宅のＺＥＨ* 10 化を促進するとともに、

事業者にはオフィス等のＺＥＢ* 11 化を促進します。これに当たっては、住

宅の HEMS（ヘムス* 12）やオフィスビルなどのＢＥＭＳ（ベムス* 13）の導

入を促進し、効率よくエネルギーを消費できるよう「見える化」を図ります。   

  

 

 

 

■■■■■用語解説■■■■■  

* 7 loT 

様々なモノがインターネットに接続され、情報交換できることで相互に制御する仕組みです。  

* 8 エネルギーマネジメントシステム  

工場やビルなどの施設におけるエネルギー使用状況を把握した上で、最適なエネルギー利用を実現するため

の仕組みのことです。  

* 9 スマートハウス  

IT を使って電化製品を制御し、エネルギー消費を最適化する住宅のことです。  

* 10 ZEH 

net Zero Energy House（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）の略語で、「エネルギー収支をゼロ以下にす

る家」という意味です。家庭で使用するエネルギーと、太陽光発電などで創るエネルギーのバランスをとり 、

１年間で消費するエネルギーの量を実質的にゼロ以下にする家のことです。  

* 11 ZEB 

net Zero Energy Building（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）の略称です。快適な室内環境を実現しなが

ら、建物で消費する年間の一次エネルギーの収支をゼロにすることを目指した建物のことです。

* 12 HEMS 

ホームエネルギーマネジメントシステムの略で、家庭で使うエネルギーを節約するための管理システムです。  

家電や電気設備とつないで、電気やガスなどの使用量をモニター画面などで「見える化」したり、家電機器

を「自動制御」したりします。  

* 13 BEMS 

ビルエネルギーマネジメントシステムの略で、ＩＴを利用して業務用ビルの照明や空調などを制御し、最適

なエネルギー管理を行うものです。  
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（123）グリーントランスフォーメーション（GX）の推進  

 

地域脱炭素の推進 

地元企業や金融機関との連携を強化し、国等の支援も受けながら、市内の

特定の地域でモデル的に脱炭素化を図る取組を実施するなど、脱炭素を軸に

新たな需要やサービスを創出することで、地域経済の好循環を創出し、地域

の活性化を図ります。 

環境性能に優れた自動車の普及促進  

 二酸化炭素の排出を抑える次世代自動車などの公用車への導入を推進する

とともに、市民や事業者への普及促進に向け、自動車メーカーなどの関係事

業者と連携します。また、電気自動車の充電スタンドを設置し、利用促進を

図るほか、エコドライブ、アイドリングストップの普及啓発にも努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公用車（電気自動車） 

急速充電器（道の駅 しおのえ） 
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注  国補助金の利用状況の数値を用いるため、２年前の数値の算出となるものです。  

 

 

 

 

 

  

私たちにできることの取組例 
 

事 

業 

者 

▶ノー残業デー、ノーマイカーデーや ICT を活用したペーパーレ  

ス化等、多様な働き方を推進します。  

▶次世代自動車の導入や、充電スポットの整備に努めます。  

▶脱炭素社会に向けて、市民や行政、他事業者との連携を推進し  

ます。 

▶脱炭素やグリーントランスフォーメーション（GX）等に関する 

研修に積極的に参加し、理解を深めるよう努めます。 

▶事業所を新築・改築する際は ZEB の取組に努めます。  

 

市 
 

 

民 

▶家庭でのエネルギー使用量の把握に努め、省エネ型の生活を実  

践します。  

▶自宅の新築や増改築時に、高断熱化や省エネ設備を導入するこ  

とを検討します。  

▶住宅を新築・改築する際は ZEH の取組に努めます。  

▶自動車には過度に依存せず、公共交通機関や自転車を利用しま

す。 

▶自動車購入時には、次世代自動車など環境負荷の少ない車を選

びます。 

指標と目標値  

指標名 
現状値 

（R4 年度） 

目標値 

（R9 年度） 

目標値 

（R13 年度） 

ZEH 化（新築）導入件数（累計）注 
479 件  

（R2） 

870 件  

（R7） 

1,110 件  

（R11） 

次世代自動車の普及数  46,293 台  57,146 台  67,845 台  

 



 

47 

 

第 

１ 

章 

第 

２ 

章 

第 

３ 

章 

第 

４ 

章 

基

本

目

標 

２ 

第 

５ 

章 

第 

６ 

章 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■平成 30 年 3 月に「高松市一般廃棄物処理基本計画」を策定し、本市の一般

廃棄物の処理に関する基本的な方針を明確にしています。ごみの発生自体

を抑制する２Ｒ（リデュース、リユース）及び資源の適正な循環的利用を図

るためのリサイクルを促進し、環境負荷を減らすことで持続可能な循環型

社会を築きあげ、次世代へと引き継げるよう、取組を推進しています。  

 

■家庭系ごみについては、平成 12 年度から現在の収集体制へ移行、平成 16

年度から「燃やせるごみ」「破砕ごみ」について有料化を実施し、家庭系ご

みの削減と再資源化を図ってきました。さらに、生ごみの減量などによる家

庭ごみの発生抑制、小型家電等のリサイクルによる再生利用の拡大にも努

めています。  

 

■事業系ごみについては、地球にやさしいオフィスや地球にやさしい店の登

録をはじめ、「事業系一般廃棄物減量等計画書」の提出を求めるなど、ご

みの減量と再資源化を促進しています。  

 

■今後は、循環経済（サーキュラーエコノミー * 14）への移行を目指す観点か

らも、循環型社会を形成する上で、重要な課題の１つとなっている食品ロス 

を始めとした食品廃棄物の削減に力を入れていくとともに、海洋汚染など  

を引き起こすプラスチックごみの削減にも取り組みます。  
 

■■■■■用語解説■■■■■  

* 14 循環経済（サーキュラーエコノミー）  

資源投入量・消費量を抑えつつ、ストックを有効活用しながら、サービス化等を通じて付加価値を生み出す

経済活動のことで、資源・製品の価値の最大化、資源消費の最小化、廃棄物の発生抑止等を目指すものです。  

 

基本目標２  
 

 限りある資源を大切にする循環型社会を形成します 

         廃棄物の減量と資源循環の推進  施策の柱 21 

現状と今後の課題  
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（211）ごみの発生抑制の推進  

 

食品廃棄物の削減の推進  

食品ロスの削減を始めとする食品廃棄物の減量・再資源化を推進するた

め、食品ロスの実態把握に努めるとともに、日常生活の中で実践できる「ス

マート・フードライフ」に関する市民意識の向上を図ります。  

家庭系ごみ有料化事業の継続  

より一層のごみ減量と再資源化、ごみ処理費用に対する負担の公平化、

ごみに責任を持つ社会の実現の３つを目的に、家庭系ごみのうち「燃やせ

るごみ」と「破砕ごみ」について、有料の指定収集袋による回収を継続し

ます。  

事業系一般廃棄物の減量対策の推進  

 事業所からのごみの発生抑制を推進するため、一定規模以上の事業所に  

対して「事業系一般廃棄物減量等計画書」の提出を求め、啓発、指導を行う 

とともに、提出事業者の拡大を検討します。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主な取組  

フードドライブで提供を受けた食品 

高松市役所前給水スポット 
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（212）ごみの減量と資源化の推進  

 

小型家電等リサイクル推進事業の実施  

使用済小型家電等に含まれる有用金属を回収する「小型家電等リサイク

ル推進事業」について、積極的に推進します。  

再生家具の譲渡  

ごみとして引き取られた家具等を補修し、市民の方に無償譲渡する取組を

継続します。合わせて、民間の地域情報サイトを利用し、再生家具の譲渡に

ついて、広く周知に努めます。  

溶融スラグの再利用の促進  

 焼却施設で発生する溶融スラグについて、花崗土と混合して埋立処分地の 

覆土としての利用を継続します。  

地球にやさしいオフィス・店登録制度の推進  

ごみの減量と再資源化に積極的に取り組む市内の事業所や店舗を、「地球  

にやさしいオフィス」「地球にやさしい店」として登録し、ごみの減量と再

資源化の更なる普及に努めます。  

ごみ分別の促進  

転入者等に本市のごみ出しルールの周知啓発を行い、市民の高い分別意識

の維持向上を図るため、ごみ分別ガイドブックの作成・配布、広報紙やホー

ムページへのごみ収集カレンダーの掲載、「高松市ごみ分別アプリ」の配信

などを行います。  

グリーン購入の推進  

市の物品等の調達に当たっては、リサイクル製品や詰め替え用製品など環

境への負荷の少ない環境配慮型製品を購入するグリーン購入に努めます。  

プラスチック資源循環の推進  

給水スポットの設置によるマイボトル利用促進など、使い捨てプラスチッ

クを使用しすぎないライフスタイルへの転換を促すほか、本市指定収集袋へ

のバイオマスプラスチックの導入について、調査・検討を行います。  

また、プラスチック資源循環促進法に基づき、いわゆる製品プラスチック

の再商品化に向けた収集・処理体制を構築します。  
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指標名  
現状値  

（R4 年度）  

目標値  

（R9 年度）  

目標値  

（R13 年度）  

食品ロスを出していないと思うと回

答した人の割合（アンケート結果）  
43.2% 60% 80% 

１人１日当たりのごみ排出量  882g 845g 818g 

プラスチック容器包装ごみ排出量

（家庭ごみ） 
5,820ｔ  4,895ｔ  4,155ｔ  

 

 

  

私たちにできることの取組例 
 

 

市 
 

 

民 

▶期限切れや食べ残しなどで、食品をごみにしないように気をつけま

す。  

▶使い捨てプラスチック製品の使用を控えます。  

▶自分が出すごみに対して責任を持ち、きちんと分別して出します。 

▶買い物時にはマイバッグなどを持参します。  

▶エコマークやグリーンマークなど環境ラベルのついた、環境にや  

さしい商品を選びます。  

事 

業 

者 

▶出荷する製品や販売する商品の包装を簡略化するよう努めます。  

▶紙の使用量を削減したり、使用済みの用紙や封筒を再利用したり  

するなど、ごみの減量に取り組みます。  

▶食べきりメニューの設定や消費期限を勘案した無駄のない材料の  

選定など、食品ロスの削減に取り組みます。  

▶再生紙などのリサイクル製品や、エコマーク製品などを使用する  

よう努めます。  

▶使い捨てプラスチック製品の使用削減に努めます。  

指標と目標値  
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■廃棄物は大きく分けると一般廃棄物と産業廃棄物 * 15 に分類され、市町村に

は一般廃棄物の処理に関して、廃棄物処理法により統括的な責任が規定さ

れており、廃棄物を適正に処理することが必要です。  

 

■西部クリーンセンターが令和１４年度に稼働を終了し、南部クリーンセン

ターも同時期に、施設の更新時期が迫っています。安定したごみ処理を継続

するため、「高松市次期ごみ処理施設整備基本構想」及び「高松市次期ごみ

処理施設整備基本計画」に基づき、次期ごみ処理施設の整備に取り組んでい

ます。  

 

■ごみ処理施設の適切な維持管理、収集運搬システムの効率化にも取り組ん

でいます。今後は、安定処理の確保のため、ごみ処理施設の適切な整備・充

実を図ります。  

 

■廃棄物の不法投棄は、生活環境に支障を及ぼすだけでなく、自然や都市景観

を損ねることとなります。市民団体や地域、関係機関等と連携することによ

り、ポイ捨てや不法投棄のないまちづくりを推進し、引き続き、不法投棄の

防止に取り組むことが必要です。  

 

■大規模災害時に発生が予想される災害廃棄物を、迅速かつ適正に処理でき

るよう、高松市災害廃棄物処理計画等により備えます。  

 
 

 

 

 

 

■■■■■用語解説■■■■■  

* 15 産業廃棄物   

 事業活動に伴って排出される廃棄物で、燃え殻や汚泥など 20 種類を指しますが、生ごみなどは、排出する業  

種によって一般廃棄物に分類される場合もあります。  

         廃棄物の適正処理の確保  施策の柱 22 

現状と今後の課題  
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（221）廃棄物処理の推進  

 

ごみ処理施設の整備・充実  

 焼却施設や破砕施設の適切な維持管理を行うとともに、南部クリーンセン

ターと西部クリーンセンターの機能を集約した次期ごみ処理施設の整備を進

めます。また、周辺市町及び一部事務組合との協力体制を推進します。  

災害廃棄物処理体制の整備  

災害廃棄物処理計画に基づく処理体制の整備を行います。また、計画の継

続的な見直しや大規模災害を想定した訓練への参加などにより、処理体制

の充実・強化に努めます。  

一般廃棄物適正処理の推進  

適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理を行うとともに、

ごみの発生抑制や再資源化の推進等によって最終処分量を削減します。  

産業廃棄物適正処理の推進  

排出事業者、収集運搬・処分業者に対し、講習会の実施やホームページに 

よる情報提供等を通じて、適正な処理や発生抑制について啓発を行います。

また、定期的な監視パトロールを実施するとともに、周辺住民等からの通報

などを受けて、立入検査による改善指導を行い、不適正な処理の防止に努め

ます。  

適正なし尿等処理の推進  

本市では MICS 事業を導入し、平成 29 年度からは、衛生センターでし尿

等から砂やし渣等を取り除く前処理後、海底送水管で東部下水処理場へ移

送し、東部下水処理場において、下水とし尿等の共同処理を行っており、今

後とも、引き続き、適正かつ安定的にし尿等処理を行います。  

不法投棄の防止  

市内全域における不法投棄防止パトロールを実施し、特に不法投棄が多

い地域には、監視カメラや啓発看板を設置して、不法投棄防止対策に引き続

き努めます。また、衛生組合、自治会等の地域団体、小・中学校や企業など

が自主的に行っているボランティア清掃活動の支援を継続します。  

主な取組  
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指標名  
現状値  

（R4 年度）  

目標値  

（R9 年度）  

目標値  

（R13 年度）  

一般廃棄物の年間埋立処分量  13,346t 12,808t 12,377t 

産業廃棄物の不適正保管量  11,536 t 11,150 t 10,800 t 

ボランティア清掃の参加者数  143,299 人  145,000 人  145,000 人  

 

 

 

  

私たちにできることの取組例 
 

 

市 
 

 

民 

▶ごみ処理の状況やリサイクルの促進について理解するため、処理

施設の見学等に参加します。  

▶市のごみ出しルールに従い、ごみを適正に分別します。  

▶リチウムイオン電池などの有害物質を含むごみは、適正に処理します。 

▶地域の美化活動など、環境活動に積極的に参加します。  

▶不法投棄を発見した場合は、速やかに通報します。  

 

事 

業 

者 

▶事業系一般廃棄物、産業廃棄物について、減量や再資源化に努め  

るとともに、適正な処理を行います。  

▶地域の美化活動など、環境活動に積極的に参加、協力します。  

▶ポイ捨てや不法投棄をしないよう、職場での教育を徹底します。  

▶事業系一般廃棄物、産業廃棄物を排出する際には帳簿の作成やマ

ニフェスト（産業廃棄物管理票）を発行し、適正に管理します。  

▶使い捨てプラスチックを提供する際は、国の定める判断基準（提  

 供方法や製品素材の工夫など）に従い、排出抑制に取り組みます。 

指標と目標値  
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■本市では、平成６年の異常渇水以降、節水意識の定着に向けて、市民への啓

発を行っていますが、世帯数の増加や社会情勢などにより、家庭の水使用量

は一時期、増加しているものの、近年は横ばいで推移しています。また、短

時間豪雨の発生回数の増加など、気候変動の影響による降水パターンの変

化がみられますが、本市の降雨量は減少傾向にあります。そのため、引き続

き、香川県広域水道企業団や関係機関、水源域の自治体等との連携・協力を

強化し、市民の節水意識の向上と持続可能な水資源の保全に取り組む必要

があります。  

 

■水は、生活用水を始め、農業用水や工業用水として私たちの暮らしを支える

貴重な資源です。豊かな水環境を形成し、持続可能な形で将来の世代へ引き

継いでいくためにも、節水意識の啓発に取り組む必要があります。  

 

■本市では、平成 22 年に「高松市持続可能な水環境の形成に関する条例」を

制定するとともに、この条例に基づいて平成 23 年３月に「高松市水環境基

本計画」を策定しました。  

 

■今後も、雨水の貯留や地下への浸透による有効利用や下水再生水の利用を

促進するとともに、水源涵養の視点から、森林整備事業や分収造林事業 * 16

による森林の整備も推進していきます。  

 

 

 

 
■■■■■用語解説■■■■■  

* 16 分収造林事業  

 森林所有者、造林を行う者、費用負担者の３者又は２者で契約を結んで造林事業を行い、成長した木を販売  

して、その収益を契約した割合で分収する制度です。  

 

         水循環の推進  施策の柱 23 

現状と今後の課題  
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（231）節水意識の啓発  

 
 

水に関する啓発イベントの開催  

広報紙等による周知啓発や水源域との交流に関するイベントを開催し、市

民の節水意識の普及・高揚を図ります。  

大規模建築物の節水・循環型水利用計画による指導等の実施  

大規模建築物を建築する事業者に対し、「節水・循環型水利用計画書」の

提出を求めることにより、節水型機器・設備の使用等について指導、依頼を

行います。  

水環境学習の推進  

子どもたちの水環境への関心を高め、節水等の実践行動につなげるた

め、体験型学習を実施するとともに、小学校では水環境に関する副読本を

活用するなど、水環境学習の充実に努めます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主な取組  

 

高松市節水キャラクター「タメット」 



 

56 

 

（232）水の循環利用の推進  

 
 

雨水貯留施設設置に関する助成による雨水利用の促進  

個人や事業所等に対して、雨水貯留施設の設置等の助成を行うことで、水

の循環利用の促進や節水の推進を図ります。  

再生水利用下水道事業の推進  

サンポート高松や中心市街地北側エリアなど再生水利用下水道事業計画

区域内において、常に利用できる水資源としての下水再生水について、「高

松市節水・循環型水利用の推進に関する要綱」に基づき積極的に周知、啓発

を行い、利用促進を図ります。  

雨水浸透施設設置に関する助成による雨水利用の促進  

個人や事業所に対して、雨水浸透施設設置に関する助成を行うことで、

地下水の涵養や浸水被害の軽減を図ります。  

公共工事における雨水浸透施設（桝）の設置  

公共施設整備の際には、敷地内に雨水を浸透させる装置（桝）を設置する

よう努めます。  

透水性舗装の整備の推進  

雨水を地中に浸透させることにより、雨水の流出抑制や地下水の涵養、街

路樹の育成などを図るため、計画的な事業の推進に努めます。  

森林整備事業の推進  

森林の多面的機能の一つである水源涵養機能を確保するため、植栽、下刈、

間伐、枝打などに対して助成を行い、健全な森林づくりの支援を行います。 

分収造林事業による森林整備の推進  

森林の多面的機能の一つである水源涵養機能を確保するため、分収造林事

業を実施し、森林の整備を推進します。  
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広域連携 SDGｓモデル事業  

~流域連携を通じた持続可能な水源の保全・涵養を実現する中間支援組織

「グリーンアクセラレーター」構築事業～  

本市（利水域）と嶺北地域（水源域）双方が連携し、「水」などの自然

によって形成される資本の価値化と活用の仕組みづくりを進め、さらにお

互いの人的ネットワークや信頼関係、建物や設備などのインフラを最大限

に活用し、持続可能かつ循環共生型のまちづくりに取り組みます。  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

地域循環共生圏とは、国の第５次環境基本計画にて掲げられた、日本が目指す

持続可能な社会の姿です。 

地域資源を活用して環境・経済・社会を良くしていく事業を生み出し続けるこ

とで地域課題を解決し続け、自立した地域をつくるとともに、地域の個性を活か

して地域同士が支えあうネットワークを形成する「自立・分散型社会」を示す考

え方です。 

 

地域循環共生圏    コラム６                                                                                                                                                                                                                                                         
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指標名  
現状値  

（R4 年度）  

目標値  

（R9 年度）  

目標値  

（R13 年度）  

１人 1 日当たりの水道平均使用水量 301Ｌ  300L 今後設定  

下水再生水利用施設数  62 施設  65 施設  65 施設  

透水性舗装の整備面積（累積）注  60,448 ㎡  61,308 ㎡  62,168 ㎡  

 

 

  

注 用途地域内を始めとする歩道部において、透水性舗装を整備した面積の累計を示します。 

  

私たちにできることの取組例 
 

 

市 
 

 

民 

▶日頃から水の大切さを意識し、節水に努めます。  

▶蛇口をこまめに閉めるなど、水を無駄にしないようにします。  

▶節水型のトイレや洗濯機など、節水の効果の高い機器を購入する

よう努めます。  

▶風呂の残り湯を洗濯や掃除に使用するなど、水の再使用に努めま  

す。  

▶小規模雨水貯留施設など、雨水貯留施設を積極的に設置し、雨水  

を有効利用します。  

 

事 
 

業 
 

者 

▶日頃から水の大切さを意識し、節水に努めます。  

▶節水型機器・設備の導入に努めます。  

▶小規模雨水貯留施設など、雨水貯留施設を積極的に設置し、雨水  

を有効利用します。  

▶雨水浸透施設を積極的に設置し、事業所敷地内の雨水浸透に努め  

ます。  

指標と目標値  
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■本市は、讃岐山脈など豊かな自然を育んでおり、山頂部は県立自然公園にも

指定されています。平野や丘陵地の一部では里山が形成されており、生物の

生息地となっています。また、海や河川も多様な生物の生息空間であるとと

もに、私たちに恵みやうるおいを与えてくれるものです。  

 

■森林や農地は、林業生産の場や食料を供給する役割だけでなく、国土の保全、

水源涵養、生物多様性の保全等の多面的機能を有しています。また近年は、

温室効果ガス吸収源としても注目されています。さらに、土砂の流出の防止

等、防災の側面も担っており、人々の生活を守っていくために不可欠です。  

 

■これらの貴重な自然環境は、人間の開発による影響のみならず、少子高齢化・

人口減少による里地里山の管理の担い手不足により、深刻な影響が生じてい

る状況です。 

 

■自然環境を保全し、森林や農地が有する多面的機能の確保を図るため適切な

整備・管理を行うとともに、里山やため池、里海* 17 の保全など、身近な自

然環境を守る地域住民の活動の支援を積極的に行うとともに、保全地域の拡

大や民間事業者との連携に取り組んでいきます。  

 
■■■■■用語解説■■■■■  

* 17 里海  

里海は、古くから水産・流通をはじめ、文化と交流を支えてきた大切な海域です。高い生物生産性と生物多

様性が求められるとともに、人と自然の領域の中間点にあるエリアでもあり、陸地でいう里山と同じく人と

自然が共生する場所でもあります。  

 

基本目標 3 
 

 豊かな自然環境を守り育てます 

         自然環境の保全  施策の柱 31 

現状と今後の課題  
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（311）豊かな自然環境の保全  

 

森林整備事業の推進（再掲）  

 健全な森林づくりを支援するため、植栽、下刈、間伐、枝打などに対して 

助成を行います。 

分収造林事業による森林整備の推進（再掲）  

森林資源の造成、水源涵養、国土の保全、模範林造成による造林技術の向

上などを図るため、分収造林事業を実施し、森林の整備を推進します。  

森林・里山の保全の推進  

市内の森林・里山の保全のため、森林ボランティアや県のフォレストマッ

チング協働の森づくり*18 を活用した森林・里山整備を推進します。  

また、里山の整備・保全のため、市民活動団体等を支援します。  

遊休農地の解消と発生防止  

 労働力不足などにより増加している遊休農地等において、県が推奨するキ 

ウイフルーツやオリーブ等の栽培を促進することにより、その再生利用を図  

るなど、農業委員会や関係団体と連携して、遊休農地の解消と発生防止に  

努めます。 

多自然川づくり実現に向けた取組の推進  

本市の管理河川において、自然石等を用いた護岸、透水性のある水路底等、 

周辺環境や景観との調和を図りながら自然環境に配慮した整備に努めます。 

「ため池守り隊」市民活動支援事業の推進  

用途地域内で住宅地に隣接するため池について、ため池の管理者だけでな 

く、地域住民も参加した自主的かつ継続的な美化保全活動を支援し、ため池  

の自然環境を守ります。  

 

 

 

■■■■■用語解説■■■■■  

* 18 フォレストマッチング協働の森づくり  

香川県が行っている事業で、市町と連携して、手入れが必要な森林の情報を集め、森に関心のある企業や団

体などに提供することで、企業などと協働で森づくり活動を行うものです。本市もこの事業に参加しています。  

主な取組  
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農地の持つ多面的機能の確保  

中山間地域等の農業生産条件が不利な地域で、集落協定を結んで農地の保

全活動を行う事業に対して支援する「中山間地域等直接支払制度」を活用す

るなど、農地が持つ水源涵養、国土の保全、災害防止機能、生物多様性の保

全等の多面的機能の確保を図ります。  

環境にやさしい農業（環境保全型農業* 19）の推進 

化学肥料、農薬の使用等による環境負荷の軽減について周知・啓発を行う

とともに、家畜排せつ物の適正な管理と汚水流出の防止対策の普及、指導を

行います。 

 

（312）健全な生態系回復の促進  

 

特定外来生物の対策  

近年、問題となっている特定外来生物について、関係機関等と連携し、そ

の情報収集と周知に努めます。  

鳥獣被害防止対策の実施  

イノシシ、アライグマ等による農作物等への被害を防止する対策を推進し

ます。 

海ごみ対策事業の推進  

瀬戸内海を「豊かな海」「美しい海」として保全するため、行政・市民・

関係者が連携して、海ごみ対策を推進します。  

また、海ごみの多くがペットボトルやレジ袋などの生活ごみであることを

踏まえ、市民に対し、海ごみ対策の重要性等の周知・啓発を行います。  

 

 

 

 

 

 

 
■■■■■用語解説■■■■■  

* 19 環境にやさしい農業（環境保全型農業）  

農業の持つ物質循環機能を生かし、生産性との調和などに留意しつつ、土づくり等を通じて 化学肥料、農薬の 

使用等による環境負荷の軽減に配慮した持続的な農業のことです。 

アライグマ セアカゴケグモ 
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指標名 
現状値 

（R4 年度） 

目標値 

（R9 年度） 

目標値 

（R13 年度） 

「ため池守り隊」市民活動取組箇

所数 
14 か所  15 か所  17 か所  

環境にやさしい農業の取組面積  ６.８ha ９.０ha 10.５ha 

 

  

私たちにできることの取組例 
 

 

市 
 

 

民 

▶本市の希少な動植物の現状を学ぶとともに、これを持ち帰ったり、

また、生育・生息環境を乱す行為を行いません。  

▶ハイキングや海水浴などの野外活動では、ごみを持ち帰るなど、  

貴重な自然を守ります。  

▶ボランティアなどを通じて、自然環境の保全活動に積極的に参加するよ 

う努めます。 

▶環境ラベルが付いた製品を選んで購入するなど、生物多様性に配  

慮します。  

▶特定外来生物は飼育したり、栽培したりしません。野外に放つこ  

ともしません。  

事 
 

業 
 

者 

▶環境に影響を及ぼすおそれのある事業については、実施前に環境  

影響評価（環境アセスメント）を行うなど、自然環境の保全につ  

いて適切な措置を講じていきます。  

▶施設の新たな整備や改修等を行う際には、周辺の自然の保護につ  

いて十分に考慮します。  

▶間伐、枝打など、適切な森林の整備と管理を行います。  

▶事業敷地内における環境保全区域の設定を検討します。  

▶生物多様性に配慮した原材料の調達などを行います。  

 

指標と目標値  
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■身近な自然と親しむことは、自然環境に関心を持ち、理解を深め、その保

全のために行動する第一歩です。都市化の進展に伴い、自然とのふれあい

の場の更なる充実は必要なことです。 

 

■一方で、都市域の進展・拡大、里地・里山の荒廃等により、簡便かつ安全・安

心に自然と触れ合える場所も減少してきており、これを充実させることも容

易ではありません。 

 

■本市ではこれまで、遊休農地や遊休化するおそれのある農地を利用した市民

農園の整備等を行ってきました。今後も、グリーン・ツーリズムの推進等を

通じ自然とふれあうことのできる機会の充実を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         自然とのふれあいの充実 施策の柱 32 

現状と今後の課題  

森林学習バスツアー 

干潟観察会 
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（321）自然とふれあう場づくり  
 

 

農業体験活動等の推進  

 市民農園の利用や農業体験活動等を促進するとともに、香南アグリームで 

の農産物の収穫体験や調理体験等の活動を実施します。 

ふれあいの森整備事業の推進  

 都市化の進展に伴う自然とのふれあいに関する市民ニーズの高まりを受

け、勅使町の市有山林に散策道や休憩所等を整備して、「自然ふれあいの

森」として市民が森林の中で安らげる場を提供します。  

自然観察体験等の実施  

自然について楽しく学べる自然観察体験や、環境問題をより身近な自分ご

ととして考えられるようなフィールドワークなどの体験ができる講座を開催

します。 

グリーン・ツーリズム* 20 の推進 

高松市グリーン・ツーリズム推進協議会の活動に対する支援を行うほか、

かがわグリーン・ツーリズム推進協議会との連携を図り、グリーン・ツーリ

ズムを推進します。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■■■■■用語解説■■■■■  

* 20 グリーン・ツーリズム  

 農山漁村地域において自然、文化、人々との交流を楽しむ滞在型の余暇活動で、都市住民に「ゆとり」や「や  

すらぎ」のある生活をもたらすとともに、農山漁村地域の活性化を進めるものです。  

  

主な取組  



 

65 

 

第 

１ 

章 

第 

２ 

章 

第 

３ 

章 

第 

４ 

章 

基

本

目

標 

３ 

第 

５ 

章 

第 

６ 

章 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指標名 
現状値 

（R4 年度） 

目標値 

（R9 年度） 

目標値 

（R13 年度） 

グリーン・ツーリズム年間入込客数 16.1 万人 17.0 万人 17.5 万人 

環境学習講座参加者数（再掲） 1,760 人 1,910 人 2,030 人 

  

私たちにできることの取組例 
 

 

市 
 

 

民 

▶日頃から自然環境に関心を持ち、自然とのふれあいを大切にしま

す。 

▶農業体験やグリーン・ツーリズムに参加します。  

▶市民参加できる自然調査や自然観察会などに積極的に参加しま  

す。 

▶身近な里山・里海を大切にするとともに、学習の場として活用し、 

それらを守る行動をとります。 

▶地場産農産物を積極的に購入し、地産地消に努めます。 

 

事 
 

業 
 

者 

▶自然とふれあうことのできる農業体験の場などを提供するよう努  

めます。 

▶市の自然観光資源を活かした体験型プログラムの開発や、エコツー  

リズムやグリーンツーリズムを推進します。  

▶花と緑による色彩豊かな街並みを創るため、市民や行政などと連 

携して緑化を推進します。  

▶マンション等の集合住宅の建設に関わる際には、緑地スペースの 

確保に努めます。  

▶事業所敷地内のオープンスペースを開放するなど、地域の人と一

緒に自然に触れあえる場づくりを行い、地域社会に貢献します。  

 

指標と目標値  
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■私たちを取り巻く河川や海域は、私たちの生活や産業に欠かせない大切な水

環境です。環境基本法では、維持されることが望ましい基準として環境基準

を設定し、水質の保全に努めています。  

 

■本市では、水質汚濁の現状を把握するため、県が水質汚濁防止法に基づき作

成した「水質測定計画」に従って測定を実施しています。  

 

■今後も継続的に水質調査を行って状況の把握に努めるとともに、生活排水対

策や工場・事業場からの排水対策など、水質浄化への取組を推進していきま

す。 

 

■震災や浸水被害に備え、安全で安心な水環境を確保する観点から、引き続き、

ライフラインとしての下水道の整備など、防災対策を推進します。  

 

 

 

  

基本目標 4 
 

 安全で安心して暮らせる生活環境を守ります 

         水環境の保全  施策の柱 41 

現状と今後の課題  



 

67 

 

第 

１ 

章 

第 

２ 

章 

第 

３ 

章 

第 

４ 

章 

基

本

目

標 

４ 

第 

５ 

章 

第 

６ 

章 

 

 

（411）水質の保全 

 
 

水質測定計画に基づく計画的な監視  

 公共用水域及び地下水の水質の状況を常時監視するため、香川県が定め  

る水質測定計画に基づき、水質調査を実施し、河川や海域における環境基  

準の達成状況、富栄養化の実態、地下水の汚染の状況等を把握します。  

水生生物調査の実施  

河川に生息している水生生物（指標生物）を採取し、その種類を調査する

水生生物調査を定期的に実施し、身近な河川の水質状況を把握します。  

生活排水対策の推進  

下水道事業計画区域内の未整備区域において、効率的な公共下水道の整備

を行うとともに、計画区域外においては、単独から合併処理浄化槽への転換

を促進します。 

また、広報紙やホームページ等を利用して、合併処理浄化槽への転換促進

に向けての補助制度等の周知、下水道の接続に関する啓発等を行います。  

工場・事業場等排水対策の推進  

 排水規制の適用を受ける工場・事業場への立入採水検査を行い、排水基準  

の適合状況を確認するとともに、適合していない場合は、改善指導を行いま 

す。さらに、規制対象外の工場・事業場に対しても、状況に応じて、改善が 

図られるよう依頼、助言等を行います。  

下水道施設の適正管理の推進  

河川や海域の水質を保全するため、下水処理場等の適正な運転や維持管

理に努めるとともに、下水道ストックマネジメント計画に基づき、施設の

計画的な改築更新に取り組みます。  

生活排水路整備事業の推進  

生活衛生環境の悪化につながるような通水不良となっている水路や、再

改良を必要とする水路の整備を行います。  

主な取組  
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環境にやさしい農業（環境保全型農業）の推進（再掲）  

化学肥料、農薬の使用等による環境負荷の軽減について周知・啓発を行

うとともに、家畜排せつ物の適正な管理と汚水流出の防止対策の普及、指

導を行います。 

 

（412）水災害への備え  

 
 

下水道施設の耐震化の推進  

 南海トラフ地震等の発生時においても、処理場、ポンプ場及び管路施設な

ど下水道施設の機能を保持するとともに、管路の被災に伴う鉄道・緊急輸送

路等への影響を防ぎ、交通機能を確保する観点から、「高松市下水道総合地

震対策計画」に基づき、重要度、緊急度等を考慮しつつ、下水道施設の耐震

化を図ります。 

雨水幹線及び雨水ポンプ場の整備  

下水道事業計画区域内における浸水被害を軽減・解消するため、「中心市

街地浸水対策計画」等に基づき、引き続き、雨水幹線及び雨水ポンプ場の整

備を進めます。 

地震・津波海岸堤防等対策事業の推進  

南海トラフ地震等の大規模地震を想定し、総合的かつ計画的に浸水被害の

解消を図るため、「香川県地震・津波対策海岸堤防等整備計画」等に基づき、

堤防等の整備に努めます。  

ため池の適切な防災対策  

防災上、危険なため池については、「ため池防災対策事業」を適用し、た

め池機能の見直しを行うなど、安全対策を図ります。  
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私たちにできることの取組例 
 

 

市 
 

 

民 

▶公共下水道への接続、合併処理浄化槽の設置等に努めます。  

▶廃食油は使い切る、又は拭き取ってごみで出すようにし、そのま  

ま流さないようにします。  

▶流しには水切りネットを使い、汚れのひどい食器は拭いてから洗

うようにします。  

▶地域における河川や水路の清掃活動に積極的に参加します。  

▶浸水被害に備え、防災マップなどにより浸水想定区域を把握し、 

安全な避難場所や避難経路等について、地域や家族で話し合い確  

認します。  

事 
 

業 
 

者 

▶法令等の規制対象の工場・事業場では、定められた排水基準を遵

守し、定期的な排水検査を実施します。 

▶規制対象外の工場・事業場でも、作業工程の見直しや処理施設の

整備等により、排水水質の改善を行います。  

▶浄化槽を設置している場合は、法定検査等の実施により適正管理

に努めます。  

▶有害物質は、適切に取り扱います。  

▶農家や畜産業者では、家畜排せつ物による汚染を防止するため、

適正な管理及び処理を行います。  

▶農薬、肥料等は適正に使用します。  
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指標名 
現状値 

（R4 年度） 

目標値 

（R9 年度） 

目標値 

（R13 年度） 

河川 BOD* 21 値の環境基準の達成率  58.3％  66.7％  66.7％  

海域 COD* 22 値の環境基準の達成率注 1 100％ 100％ 100％ 

汚水処理人口普及率注 2 

（合併処理浄化槽での処理人口を含

む。） 

89.3% 91.0％ 92.2％ 

合併処理浄化槽補助件数（累積）  24,516 件  25,971 件 27,171 件 

下水道管路耐震化率  39.7% 41.7% 43.3% 

雨水対策整備率 48.8% 49.0% 49.7% 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
■■■■■用語解説■■■■■  

* 21 BOD（生物化学的酸素要求量）  

水質の汚れを示す代表的な指標であり、水中に含まれる有機物の量を、微生物が分解する際に使用した酸素

量で、間接的に表したものです。  

* 22 COD（化学的酸素要求量）  

水質の汚れを示す代表的な指標であり、具体的には、対象水による酸化剤（過マンガン酸カリウム）の消費  

量から、水中の被酸化性物質を測定しますが、実態としては有機物量に当たります。  

 

指標と目標値  

注 1 本市の測定地点は環境基準の判定地点ではありませんが、年平均値が基準値を達成している

かどうかで評価します。  

注 2 行政人口に対する、下水道処理整備区域内人口及び下水道事業計画整備区域外における合併

処理浄化槽とコミュニティプラントと農業集落排水の利用人口の割合を示します。  

河川での水質調査 

福岡ポンプ場 立軸ポンプ 
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■私たちの身の回りにある空気（大気環境）は、もっとも身近かつ密接に生活

に影響する媒体です。目には見えないので意識に上ることは少ないですが、

生きていく上でとても重要なものです。  

 

■本市は、四国の支店経済都市として発展したことから、中小の工場・事業場

から排出されるばい煙及び粉じんと自動車排出ガスが大気汚染の主要な発生

源となっています。  

 

■本市では、市内７地点に大気環境常時監視測定局を設置して、大気の状況を

環境基準の定めがある 6 項目について常時監視しており、大気汚染により

健康被害が懸念される場合には、市民、社会福祉施設及び学校等への事前周

知に努めています。  

 

■引き続き、大気の状況について継続的に監視する体制を充実させるとともに、

光化学オキシダント* 23 の主要な発生原因である窒素酸化物や炭化水素等を

排出する工場・事業場における対策や、自動車排ガスへの対策を推進してい

きます。 

 

 

 

 

 

 

 
■■■■■用語解説■■■■■  

* 23 光化学オキシダント  

光化学オキシダントとは、自動車や工場・事業場などから排出される大気中の窒素酸化物、揮発性有機化合

物などが、太陽からの紫外線をうけ光化学反応を起こして作り出され る物質の総称です。  

 

         大気環境の保全  施策の柱 42 

現状と今後の課題  
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（421）大気汚染対策の推進  

 

大気環境常時監視システムによる監視  

大気環境の常時監視を行い、環境基準の達成状況、経年変化等を把握します。 

また、光化学オキシダント、微小粒子状物質（PM2.5* 24）の濃度上昇時には、

市民の健康に影響が出ないよう、予報・警報の発令や注意喚起を行います。 

有害大気汚染物質の調査  

有害大気汚染物質のうち、健康リスクが高いと考えられる 21 物質につい

て、環境基準の達成状況、経年変化等を把握します。  

工場・事業場における規制の推進  

大気汚染物質の削減に向け、規制対象事業場への立入検査を行い、規制基

準の適合状況を確認するとともに、適合していない場合は、改善指導を行い

ます。さらに、規制対象外の事業場に対しても、状況に応じて、改善が図ら

れるよう依頼、助言等を行います。  

自動車交通公害対策の推進  

自動車交通に伴う大気汚染防止のため、公共交通機関の利用を促進すると

ともに、パークアンドライド* 25 などの取組や、自転車利用の促進を行いま

す。また、低公害車の公用車への導入を推進します。  

 さらに、県と連携し、アイドリングストップの取組について普及啓発を行

います。また、エコドライブの普及啓発にも努めます。  

石綿（アスベスト）の飛散防止等の推進 

石綿を排出する作業については、随時立入検査を行い、作業方法の監視・

指導を行います。また、石綿吹き付け材が使用されている建造物の状況を

把握したものについては、所有者に対して、飛散防止措置を講ずるよう周

知します。さらに、市民の健康に影響が出ないよう、大気環境中のアスベ

スト濃度を測定し、汚染の状況を定期的に監視します。  
 

 

■■■■■用語解説■■■■■  

* 24 微小粒子状物質（ＰＭ２.５）  

 大気中に浮遊する粒子状物質のうち、直径がおおむね２.５マイクロメートル（μｍ）以下のものを指し、非常に小さいため、

肺の奥深くに入りやすく、呼吸器系及び循環器系への影響が心配され、環境基準が設定されています。 

* 25 パークアンドライド  

自宅から自家用車で最寄りの駅まで行き、車を駐車させ た後、電車やバスの公共交通機関を利用して中心市街

地の目的地に向かうシステムで、道路の混雑が緩和されるとともに、二酸化炭素の排出を少なくするなどの効果

が期待できます。  

主な取組  
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私たちにできることの取組例 
 

 

市 
 

 

民 

▶自動車には過度に依存せず、できるだけ公共交通機関を利用しま  

 す。 

▶近距離は、自転車や徒歩で移動します。  

▶自動車購入時には、次世代自動車など低公害車を選びます。  

▶自動車を運転するときは、アイドリングストップや適正な速度で  

の走行、急発進をしないなどのエコドライブを実行します。  

▶光化学オキシンダント（光化学スモッグ）注意報などの発令時に 

は、屋外での活動は控えるようにします。  

 

事 
 

業 
 

者 

▶定められた排出規制を遵守し、大気環境の改善に努めます。  

▶フロンを使用している可能性のある業務用空調機器、冷蔵庫など

を廃棄する際には、適正に処理します。  

▶基準を満たさない小型簡易焼却炉は使用しません。また、野焼き  

等の不法焼却は行いません。  

▶自動車の運転について、アイドリングストップや適正な速度での

走行、急発進をしないなどのエコドライブを指導します。 

▶石綿を使用した建築物の解体等を行う場合は、専門業者に依頼し、 

石綿が大気中に飛散しないよう適切な措置を講じます。  
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指標名 
現状値 

（R4 年度） 

目標値 

（R9 年度） 

目標値 

（R13 年度） 

大気に係る環境基準の達成率  

 二酸化いおう* 26 

 二酸化窒素* 27 

 一酸化炭素* 28 

 浮遊粒子状物質* 29 

 ベンゼン 

 トリクロロエチレン* 30 

 テトラクロロエチレン * 31 

 ジクロロメタン* 32 

100％ 

100％ 

100％ 

100％ 

100％ 

100％ 

100％ 

100％ 

100％ 

100％ 

100％ 

100％ 

100％ 

100％ 

100％ 

100％ 

100％ 

100％ 

100％ 

100％ 

100％ 

100％ 

100％ 

100％ 

光化学オキシダントの環境基準の

達成率 
0％  100％ 100％ 

微小粒子状物質（PM2.5）の環境

基準の達成率 
100% 100％ 100％ 

 

■■■■■用語解説■■■■■  

* 26 二酸化いおう  

硫黄と酸素の化合物で、工場や火力発電所で石炭、重油を燃焼する際、その燃料中に存在する硫黄分が二酸

化いおうとなり排出ガス中に含まれ大気汚染の原因となります。人の健康に影響を及ぼす他、酸性雨の原因

物質でもあります。  

* 27 二酸化窒素  

物質が高温で燃えるときに発生する一酸化窒素が、大気中で酸化されて生成される気体です。高濃度で、呼

吸器に好ましくない影響を与えます。  

* 28 一酸化炭素  

炭素が燃焼する際、酸素が不十分な環境で不完全燃焼を起こすと発生する気体です。炭素を含む物質が燃焼

すると二酸化炭素(CO2)が発生しますが、酸素が不足している状態で不完全燃焼を起こすと一酸化炭素が発生

します。  

* 29 浮遊粒子状物質（ＳＰＭ）  

大気中を浮遊する粒子状物質のうち、粒子の直径がおおむね 10 マイクロメートル（μm）以下のものを指しま

す。一般に、粒径が 10μm（0.01ｍｍ）以下より大きな粒子は、肺には達しませんが、10μm 以下の粒子は、

粒径が小さいために気道や肺に沈着しやすく、呼吸器疾患の原因となるため、環境基準が設定されています。  

* 30 トリクロロエチレン  

Ｃ 2ＨCl3 で示される有機塩素系化合物で、揮発性、不燃性の液体です。洗浄剤や抽出剤などに使用されていま

すが、肝臓や腎臓等に障害を及ぼすとされており、環境基準が設定されています。  

* 31 テトラクロロエチレン  

Ｃ 2Cl4 で示される有機塩素系化合物で、揮発性、不燃性の液体です。ドライク リーニングや化学繊維、金属の

洗浄などの目的で使用されていますが、肝臓や腎臓等に障害を及ぼすとされており、環境基準が設定されて

います。  

* 32 ジクロロメタン  

CH2Cl2 で示される有機塩素系化合物で、不燃性の液体です。金属・機械の脱脂洗浄剤などに使用されていま

すが、肝臓や中枢神経に影響を及ぼすとされており、環境基準が設定されています。  

指標と目標値  
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■騒音、振動、悪臭といった公害は、人の感覚に直接影響する「感覚公害」で

あり、被害をうける人によって感じ方に大きな個人差があります。  

 

■日常生活で発生する騒音などについては、啓発活動を積極的に行い、市民一

人ひとりのマナーやモラルの向上を図っていく必要があります。  

 

■悪臭発生源への立入調査等を実施し、良好な生活環境の保全に支障を生じる

おそれがある場合には、事業者に対して悪臭防止対策を指導しています。  

 

■本市では、騒音や振動について一般環境及び道路の環境基準の達成状況の把

握及び事業場等の規制基準の遵守状況を確認するため、調査を実施してきま

した。引き続き、調査を継続すると共に、騒音、振動の発生源対策を講じて

いきます。 

 

■ダイオキシン類* 33 については、今後も引き続き環境中の汚染状況を監視す

るとともに、工場・事業場には発生を抑制するよう監視・指導を行います。  

 

 

 

 

 
■■■■■用語解説■■■■■  

* 33 ダイオキシン類  

ポリ塩化ジベンゾ－パラ－ジオキシン（ PCDD）とポリ塩化ジベンゾフラン（PCDF）をまとめてダイオキシ  

ン類と呼び、コプラナーポリ塩化ビフェニル（ Co－PCB）のように、ダイオキシン類と同様の毒性を示す物

質をダイオキシン類似化合物と呼びます。  

炭素や酸素、塩素等で構成される化合物ですが、塩素の数や付く位置によって、 100 以上の種類があり、ご

みの焼却等により発生します。発がん性があることから、ばい煙や排水基準、環境基準が設定されています

が、焼却施設の改善が進み、現在は、がんのリスクはほとんどないと考えられています。  

         良好な生活環境の保全  施策の柱 43 

現状と今後の課題  
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（431）騒音・振動対策の推進  

 

自動車騒音・振動対策の推進  

自動車騒音、道路交通振動の状況を把握するため、定期的に測定を実施す

るとともに、許容限度が超えていることにより道路の周辺の生活環境が著し

く損なわれると認められるときは、許容限度が確保されるよう関係機関等に

要請することにより、騒音・振動の防止を図ります。 

工場・事業場における規制の推進  

関連法令に基づき、規制対象事業場に対しては規制基準の遵守を指導し、

規制対象外事業場に対しては改善が図られるよう依頼、助言等を行います。 

一般地域の環境騒音対策の推進  

一般地域の環境騒音測定を定期的に実施し、環境基準の達成状況を把握し

ます。 

生活騒音防止の啓発  

近隣での騒音など生活騒音を防止するため、パンフレットを作成・配布す 

るなどの啓発を行います。  

騒音・振動に関する規制基準の調査・研究  

規制地域の拡大など、騒音・振動の規制のあり方に関する調査・研究を行

います。 

 

（432）悪臭対策の推進  

 

工場・事業場における規制の推進  

関連法令に基づき、工場・事業場で発生する悪臭について規制基準を遵守

するよう指導を行います。 

畜産業における悪臭防止対策の推進  

畜産農家に対し、家畜排せつ物等の適正処理の指導を行います。  

悪臭に関する規制基準の調査・研究  

悪臭防止法に基づく規制地域の拡大など、悪臭の規制のあり方に関する調

査・研究を行います。  

主な取組  
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（433）化学物質対策などの推進  
 

化学物質による汚染状況の監視  

ダイオキシン類による環境汚染の状況を把握するため、大気、公共用水域、 

地下水及び土壌について測定し、環境基準の達成状況を把握します。  

工事・事業場への指導  

ダイオキシン類の発生を抑制するため、工場・事業場への監視・指導を行

います。 

ＰＣＢ廃棄物の管理・処分の指導  

ポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ* 34）を保管している事業者に対して、毎年、

その保管状況等について届出を求めるとともに、処理に関する情報提供など

を行うことにより、適正な保管・処分を指導します。  

土壌汚染対策の推進  

汚染を未然に防止するため、有害物質を使用する特定事業場に対する適

切な監視・指導に努めます。また、土壌汚染が判明した際には、市民の健

康に影響が出ないよう土壌汚染の区域を公表するとともに、その汚染土壌

の除去による改善、適切な管理等を指導します。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
■■■■■用語解説■■■■■  

* 34 ポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ）  

12 個の炭素原子と水素・塩素原子から成る人工的な化合物で、不燃性や電気絶縁性が高い特性により、トラ

ンスやコンデンサー等に使われてきましたが、毒性があることから製造が中止されました。現在は、計画的

な処分を進めるとともに、健康被害を防止するため、環境基準や排水基準が設定されています。  
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指標名 
現状値 

（R4 年度） 

目標値 

（R9 年度） 

目標値 

（R13 年度） 

騒音に係る環境基準の達成率  

一般地域（昼夜全日）  
100% 100% 100% 

ダイオキシン類の環境基準の達成率 100% 100% 100% 

 

 

 

 

  

私たちにできることの取組例 
 

 

市 
 

 

民 

▶日常生活の中で、近隣の迷惑となるような騒音が発生しないよう  

配慮します。  

▶ペットの飼育については、し尿をきちんと処理するなど、近隣に  

配慮します。  

▶悪臭の原因となる堆肥などは、適正に管理します。  

▶ダイオキシン類の発生源となるためごみの野外焼却は行いません。 

 

事 
 

業 
 

者 

▶公害関係の法令を遵守し、公害の防止に努めます。  

▶低騒音型・低振動型の機械の使用や屋内での機械の使用など、周

辺環境に配慮します。  

▶悪臭に関する法令を遵守し、悪臭発生防止に努め、周辺環境に配

慮します。  

▶畜産業においては、家畜排せつ物を適正に処理するなど、悪臭の  

防止に努めます。  

▶化学物質の使用においては、健康影響の少ない物質への転換を検

討します。  

 

指標と目標値  
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■本市では、公共交通と連携した集約型のまちづくりとする「コンパクト・プ

ラス・ネットワーク」の考えのもと、持続可能な公共交通ネットワークの形

成に向けて、新駅の整備や現行バス路線の再編等に取り組んでいます。  

 

■引き続き、市民・関係機関等との連携により、公共交通の利便性の向上に取り

組むとともに、公共交通の利用促進に向けた意識の醸成に努めています。  

 

■温暖少雨な気候と平坦な地形に恵まれていることから、自転車が非常に利用

しやすい環境にあります。自転車を自動車に変わる重要な移動手段と位置付

け自転車利用環境の向上を図ります。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本目標 5 
 

 美しく快適な都市環境を確保します 

         環境にやさしい交通環境の整備  施策の柱 51 

現状と今後の課題  

伏石駅 

瓦町地下レンタサイクルポート 
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（511）公共交通ネットワークの充実  

 

公共交通ネットワークの再構築  

鉄道新駅の整備、バス路線の再編等の事業実施により、公共交通ネットワー  

クの再構築を進めます。  

公共交通利用促進施策の推進  

 ＩｒｕＣａ（イルカ）カードを活用した電車とバスの乗り継ぎ運賃割引の

拡大や、高齢者の公共交通運賃半額制度の実施など、公共交通の利用を促進

するための各種施策を推進します。また、モビリティ・マネジメント* 35 によ

る、公共交通の利用促進に向けた意識の醸成に努めます。  

 

（51２）自転車利用環境の向上  

 

レンタサイクル事業の推進  

都市の交通手段として自転車の利用をさらに促進するため、レンタサイク

ル事業を推進します。  

自転車走行空間整備事業の推進  

 自転車が快適かつ安全に走行できる空間の整備を推進します。  

自転車等駐車場施設整備事業の推進  

放置自転車対策とともに、利用者の利便性を図るため、自転車等駐車場施  

設の整備を推進します。  

放置自転車等対策の推進  

 公共の場所等において、交通の支障となっている自転車等の撤去や、利用  

者への啓発を行うことにより、良好な都市環境を保持し、快適で安全なまち 

づくりを推進します。  

 

■■■■■用語解説■■■■■   

* 35 モビリティ・マネジメント  

公共交通や徒歩などを含めた多様な交通手段を適度に（＝かしこく）利用する状態へと変えていく一連の取

組みを意味するものであり、利用者の自発的な行動の変化を促していくコミュニケーションを中心とした交

通政策のことです。  

主な取組  



 

81 

 

第 

１ 

章 

第 

２ 

章 

第 

３ 

章 

第 

４ 

章 

基

本

目

標 

５ 

第 

５ 

章 

第 

６ 

章 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指標名 
現状値 

（R4 年度） 

目標値 

（R9 年度） 

目標値 

（R13 年度） 

公共交通機関利用率  13.2% 15.0% 今後設定 

レンタサイクル利用者数  150,625 人/年  199,200 人/年  241,900 人/年  

自転車走行空間の整備済延長

（累積） 
11.2 ㎞  17.7 ㎞  19.5 ㎞  

 

 

 

 

 

  

私たちにできることの取組例 
 

 

市 
 

 

民 

▶自動車には過度に依存せず、できるだけ公共交通機関を利用しま

す。 

▶近距離は、自転車や徒歩で移動します。  

▶レンタサイクルを積極的に利用します。  

▶自転車は駐輪場に駐車します。  

▶近場への移動時には、カーシェアリング等の利用を検討します。  

事 
 

 

業 
 

 

者 

▶マイカーから公共交通や自転車利用に転換するよう推奨します。  

▶自転車の違法駐車が行われないよう、駐輪場を整備します。  

▶モーダルシフト（鉄道や船舶を利用した輸送方法）等を推進します。 

▶社用車のエコドライブに努めます。 

▶共同配送の推進や配送システムの見直しなど物流の効率化を図り

ます。 

 

指標と目標値  
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■都市の緑化は、人々にうるおいとやすらぎを与えてくれるだけでなく、太陽

光を吸収し、気温の上昇を抑えるなど、地球温暖化やヒートアイランド現象

の緩和にも役立ちます。  

 

■本市ではこれまで、平成 22 年９月に「高松市緑の基本計画」を策定し、

目標年次の中間年となる令和元年に同計画の見直しを行い、緑地の保全や公

園の整備、民有地緑化など、様々な施策に取り組んできました。  

 

■今後も、緑の空間を広げていくため、都市公園等の整備や維持管理に取り組

むとともに、街路や建物等の緑化もさらに推進していきます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         身近な緑の保全と創出  施策の柱 52 

現状と今後の課題  

緑のカーテン（環境業務センター） 
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（521）公園・緑地の充実、緑の活用  

 
 

身近な公園整備事業の推進  

 各小学校区の公園面積の拡充を目指し、地域の身近な公園の整備を推進し

ます。 

ちびっこ広場の整備  

周辺に都市公園等がなく、当分の間、公園の整備が見込まれない地域にお 

いて、地域との協働で、子どもたちが安全かつ健全に遊べる「ちびっこ広場」

の整備に取り組みます。  

民有地等の緑化の推進  

生垣設置、屋上緑化、壁面緑化など、住宅地や店舗・事業所等を緑化する 

場合に助成を行い、民有地の緑化を推進します。  

 また、緑のカーテンコンテスト等を実施することにより、公共施設はもと

より、緑化の推進を啓発します。  

学校施設緑化事業の推進  

子どもたちの緑化意識を育む、校庭の芝生化など環境に配慮した学校施設 

の整備や維持管理に努めます。  

街路緑化の推進 

市道に植栽された街路樹の剪定、駆除、灌水等、計画的な維持管理を行う 

とともに、枯れた木等の撤去や補植等を行い、調和のとれたまちづくりを進

めます。 

公園愛護会活動の支援  

 公園愛護会の結成を促進し、その活動を支援することにより、公園の美化

活動を推進するとともに、公園愛護の意識向上を図ります。  

  

 

 

 

主な取組  
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指標名 
現状値 

（R4 年度） 

目標値 

（R9 年度） 

目標値 

（R13 年度） 

市民１人当たりの都市公園等の面積  9.40 ㎡/人 12.03 ㎡/人 14.14 ㎡/人 

民有地緑化助成数  2 件/年 1 件/年 1 件/年 

建物緑化助成数 0 件/年 1 件/年 1 件/年 

小学校校庭の芝生化実施校数（累積） 17 校  17 校  17 校  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

私たちにできることの取組例 
 

 
市 

 

民 

▶公園を大切に利用し、清掃活動等に積極的に参加します。  

▶庭木や生け垣など、身近なところから緑を増やすように努めます。 

▶希少な植物への理解や保全に努めます。 

▶地域の環境美化活動に積極的に参加します。 

 

事 

業 

者 

▶事業所の敷地内や屋上など、身近なところから緑を増やすように  

努めます。  

▶地域の生態系に配慮した緑化に努めます。  

▶事業所の敷地内の花や生垣等は、適切に管理します。 

 

指標と目標値  
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■本市は、古くから四国の玄関口として繁栄し、便利な都市機能とのどかな田

園風景がコンパクトに調和したまちです。時代とともにその風景は移り変わ

りますが、秩序とまとまりある市街地景観の形成や、高松らしさを印象づけ

る魅力あるまちなみの創出など、「美しいまち」の形成が求められてきまし

た。 

 

■平成 21 年 12 月に制定した「高松市美しいまちづくり条例」に基づき、美し

いまちづくりに関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、本市の景

観形成の指針となる「高松市美しいまちづくり基本計画」を策定し、取組を

推進しています。  

 

■環境美化条例に基づき、サンポート高松・中央通り一斉清掃等の清掃活動や

環境美化啓発活動を実施しています。引き続き、取組を推進し、環境美化意

識の醸成を図ります。  

 

■史跡高松城跡について、高松らしいまちづくりの景観形成の拠点とするため、

確実に保存し活用するとともに歴史公園として整備をします。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         美しい景観の保全と創出  施策の柱 53 

現状と今後の課題  
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（531）美しいまちの形成  

 
 

美しいまちづくりの推進  

 屋外広告物については条例に基づいて適正な規制・誘導を行い、良好な景

観形成や風致の維持を図ります。  

 また、景観計画において新たな景観形成重点地区を指定し、そのまち並み

にふさわしい建物等を誘導するための基準を設けます。  

電線類の地中化の推進  

安全で快適な道路空間を確保し、都市災害の防止や道路景観の向上を図る

ため、中心市街地における電線類の地中化を推進します。  

環境美化啓発活動の推進  

サンポート高松・中央通り等一斉清掃事業や、高松クリーンデー“たかま

つきれいでー”の実施、喫煙禁止区域の周知・啓発など、環境美化活動の促

進と美化意識の向上を図ります。  

「たかまつマイロード」事業の支援  

市道の清掃や緑化活動を行う道路愛護団体を認定し、その活動を支援する

ことにより、道路の美化活動を推進するとともに、道路への愛護意識の向上

を図り、道路利用者のマナー向上を啓発します。  

公園愛護会活動の支援（再掲）  

公園愛護会の結成を促進し、その活動を支援することにより、公園の美化

活動を推進するとともに、公園愛護の意識向上を図ります。  

ため池等景観整備事業の推進  

ため池や出水の恵まれた自然環境を有効に活用し、うるおいとやすらぎの

ある水辺環境を利用した小公園を整備し、適切な維持管理を行います。  

花いっぱい運動の推進  

公園内の花壇づくりを始め、高松駅前広場や商店街等に花壇を設け、うる 

おいとやすらぎのある空間を創出する「花いっぱい運動」を推進します。ま

たボランティア団体への活動支援やボランティア花壇の設置を拡大します。 

主な取組  
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（532）歴史的・文化的財産の保全  

 
 

史跡高松城跡の保存と活用  

史跡高松城跡について、恵まれた歴史遺産を生かした市のシンボルとして

創造性豊かなまちづくりの拠点とするため、歴史的な価値を調査研究で掘り

起こし、確実に保存し活用するとともに、歴史の脈動を体感できる歴史公園

として整備を進めます。  

名木保護事業の推進  

長い間風雪に耐え、市民に自然の恵みとやすらぎを与えてきた郷土の古

木、巨木などを本市の名木に指定し、これを永く保存します。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

月見櫓・水手御門・渡櫓 

サンポート中央通り一斉清掃 
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指標名 
現状値 

（R4 年度） 

目標値 

（R9 年度） 

目標値 

（R13 年度） 

無届けの建築物等の件数 4 件 ０件 0 件 

電線類の地中化（整備延長）  10.2km 10.5kｍ 11.2km 

公園愛護会の団体数  158 団体  164 団体  168 団体  

「たかまつマイロード」事業認定団

体数 
128 団体  133 団体  137 団体  

史跡高松城跡保存活用計画に基づく

調査研究及び整備事業件数（累積数） 
７件 22 件  31 件  

  

私たちにできることの取組例 
 

 

市 
 

 

民 

▶ごみ、吸い殻などのポイ捨てはしません。  

▶喫煙禁止区域でのマナーを守ります。  

▶犬の散歩時のふんは放置せず、ビニール袋に入れるなどして持ち

帰ります。  

▶身近な自然や文化資産を大切に育み、次世代へ受け継ぎます。  

▶地域の清掃活動など、環境美化活動に積極的に参加します。  

▶花いっぱい運動など、緑化活動に参加します。  

 

事 
 

業 
 

者 

▶建物の新築、増築、改築に当たっては、周辺環境に調和した色彩  

や高さにするよう配慮します。  

▶屋外広告物を設置する際には、景観に配慮します。  

▶ポイ捨てや不法投棄をしないよう、職場での教育を徹底します。  

▶地域の清掃活動など、環境美化活動に積極的に参加、協力します。 

▶花いっぱい運動など、緑化活動に参加、協力します。  

指標と目標値  
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■環境保全活動は、市民、地域、環境活動団体、事業者、市がそれぞれの特 

性を活かし、協働して推進していくことが大切です。  

 

■環境に関する市民意識の醸成も進んでいますが、地球温暖化の進行は我々  

の想定を超えるもので、市民・事業者・行政による実践的な取組が不可欠  

な状況です。  

 

■本市の二酸化炭素排出量は、全体の半分以上を家庭部門及び業務その他部 

門が占めており、排出量抑制に向け、重点的に取り組む必要があります。  

 本市では、「ゼロカーボンシティ」宣言をしましたが、認知度は約３割と  

なっています。今後は、「ゼロカーボンシティ」の認知度向上に努めると  

ともに、脱炭素型ライフスタイルの普及を促進します。  

 

■国は、脱炭素につながる新しい豊かな暮らしの実現に向けた国民運動「デコ

活」の普及に取り組んでいます。本市でも、「デコ活」の実践・推進を  宣

言をする、「デコ活宣言」を行いました。  

 

 

 

 

 

 

 

基本目標 6 
 

 環境に配慮できる人づくり・地域づくりを進めます 

         環境意識の醸成  施策の柱 61 

現状と今後の課題  

 

デコ活とは、「脱炭素につながる新しい豊かな暮らしの実現に向けた、国

民の行動変容、ライフスタイル転換のうねり・ムーブメントを起こす」こ

とを目的とした、国民運動のことです。本市でも、 

令和 5 年（2023 年）9 月 5 日、「デコ活」の実践・ 

推進を宣言する、「デコ活宣言」を行いました。  

デコ活   コラム７ 
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（611）環境啓発の推進  
 

環境展、環境活動展等の開催  

脱炭素型のまちづくりを推進するために、環境展や環境活動展等の開催を

通じて、現在の環境の状況や環境活動団体の活動状況、身近でできる環境保

全の取組などの周知・啓発を行い、市民の環境意識の向上を図ります。  

脱炭素型ライフスタイル推進リーダーの養成（再掲）  

日常生活の中で「脱炭素型ライフスタイル」に関する取組を探し、脱炭素

化を進めるリーダーを育成します。リーダーとして、地域等で普及啓発をし

ていただき、高松市の脱炭素型ライフスタイルの輪を広げます。  

消費者に対する意識啓発  

消費生活センターでは、消費者団体連絡協議会と協働で、市民へのエシ

カル* 36消費の周知・啓発に向けた出前講座等の実施に加え、美しい環境と

生活の安全を守る事業として、ダンボールコンポスト * 37による家庭ごみ減

量推進を行います。  

「高松市脱炭素型都市推進会議」の事業の推進による意識啓発  

産学官連携による「高松市脱炭素型都市推進会議」において、緑のカー

テンコンテストを開催することにより、身近な地球温暖化対策の適応策で

ある緑のカーテンの認知度向上と普及促進を図ります。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ ■ ■ ■ ■ 用 語 解 説 ■ ■ ■ ■ ■  

* 36 エシカル（ethical）  

「倫理的・道徳的」という意味で、「エシカル消費」は、人や社会、環境に配慮したものやサービスを選ん

で消費することです。  

* 37 ダンボールコンポスト  

生ごみをたい肥化する方法の一つで、ダンボール箱にピートモス・もみ殻くん炭を入れたものに生ごみを

混ぜ、微生物の力で分解します。  

主な取組  
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指標名  
現状値  

（R4 年度）  

目標値  

（R9 年度）  

目標値  

（R13 年度）  

ゼロカーボンシティ認知度  

（アンケート結果）  
37.8% 50.0% 70.0% 

脱炭素型ライフスタイル推進リーダー

登録者数（累計）注  
41 人  470 人  790 人  

注  現状値において、１団体を１人として算出する。  

  

私たちにできることの取組例 
 

 

市 
 

民 

▶環境展、環境活動展や環境学習講座に参加し、環境問題や身近で

できる環境保全の取組に関心を持ちます。  

▶家族や友人、身の回りの人たちと、自然の現状や大切さについて  

話す機会を設けます。  

▶身近な自然にいる野鳥や動物、昆虫や植物などについて、知識を

深めます。  

▶環境保全を行う団体の活動に、積極的に参加し、情報収集や相互  

交流を図ります。  

▶日常生活や行動が環境に関わっていることを理解し、環境に配慮  

した行動をとるよう心がけます。  

事 

業 

者 

▶事業所や店舗の周りの清掃を日常的に行います。  

▶市や市民、関連団体と連携して、環境保全に協力していきます。  

▶環境に配慮した企業経営を行います。  

▶事業所が行っている環境配慮行動について、広く周知します。  

▶ISO14001 等の環境マネジメントシステムを導入します。  

▶高松クリーンデーやサンポート高松・中央通り等一斉清掃に参加

します。  

指標と目標値  
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■人と自然が調和する、良好な環境を将来へ引き継いでいくためには、私たち

一人ひとりの環境への意識の向上が不可欠です。そのためには、身近な環境

や自然について学び、理解することが大切です。  

 

■特に未来を担う子どもたちへ、持続可能な開発のための教育（ESD）を実  

践することは、持続可能な社会の作り手を育むためにも重要なことです。  

 

■本市では、市民や団体、学校等から環境学習の開催依頼を受け、関係する  

環境活動団体と調整した上で、出前講座や環境学習講座を実施し、環境に

ついて学ぶ機会を広く市民に提供するとともに、学校教育の面でも、環境

教育を「教育指針」の中で推進項目として取り上げて指導を行い、子どもの

頃からの意識啓発を図るなど、様々な取組を実施しています。  

 

■今後も、子どもから大人までが環境問題に関心を持ち、正しく理解できるよ

う、環境について学べる機会の更なる充実を図るとともに、学校教育の場で

も環境教育を推進していきます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現状と今後の課題  

         環境教育・環境学習の充実  施策の柱 6２  

男木島ビーチクリーン 森林学習バスツアー 
リサイクル工場見学 
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（621）環境教育・環境学習の推進  
 

環境学習講座の実施  

 環境活動団体と協力して、出前講座や環境ワークショップ、自然観察体験

など、多様な環境学習を積極的に実施します。  

高松市小・中学生環境保全ポスターコンクールの実施  

 市民への意識啓発を図ることを目的として、環境保全をテーマにした小・

中学生のポスターコンクールを毎年開催します。  

南部クリーンセンター（エコホタル）の利用促進  

 施設見学や親子工作会の実施など、楽しみながら環境問題について学べる

場として、南部クリーンセンター（エコホタル）の利用を促進します。  

環境学習活動に関する人材育成の推進  

環境学習を自主的に企画・運営し実施する環境活動団体等の人材を市主  

催の環境学習講座の講師として積極的に活用するなど、人材の育成に取り  

組みます。  

 

（622）学校教育活動の充実  

 

各学校における環境教育の推進  

 地域の環境を知る活動や環境保全活動をするため、地域人材の活用や児  

童生徒の体験活動など、特色ある取組を推進することで、環境の保全やより 

よい環境の創造に向けて、主体的に行動する態度や資質、能力の育成をめざ 

します。  

「チャレンジ！グリーン活動」への参加  

香川県教育委員会が実施している「チャレンジ！グリーン活動」に積極的

に参加し、環境を大切にし、環境に配慮した行動がとれる児童生徒を育成し

ます。  

水環境学習の推進（再掲）  

子どもたちの水環境への関心を高め、節水等の実践行動につなげるため、 

体験型学習を実施するとともに、小学校では水環境に関する副読本を活用

するなど、水環境学習の充実に努めます。  

主な取組  
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指標名  
現状値  

（R4 年度）  

目標値  

（R9 年度）  

目標値  

（R13 年度）  

環境学習講座参加者数  1,760 人  1,910 人  2,030 人  

南部クリーンセンター（エコホタル） 

環境学習参加者数  
3,015 人/年  3,950 人/年  4,350 人/年  

 

 

  

私たちにできることの取組例 
 

 

市 
 

民 

▶環境学習に積極的に参加し、身近な環境や自然についての理解を 

 深めます。  

▶環境に関する知識を有する人は、環境教育・環境学習に積極的に 

 関わるよう努めます。  

▶ごみ処理の状況やリサイクルの促進について理解するため、処理  

 施設の見学等に参加します。  

▶子どもたちの環境活動を応援します。  

▶子どもが環境について学校で学んだことについて、家庭で話し合

う機会を設けます。  

事 
 

業 
 

者 

▶従業員に対して、研修や啓発など、環境教育の機会を設けるよう 

 努めます。  

▶地域や学校における環境学習に、講師を派遣するなど、積極的に 

協力します。  

▶SDGs について理解を深め、目標の達成に努めます。  

▶事業活動における環境保全に関する専門家の育成に努めます。  

 

指標と目標値  
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第５章 計画の推進 

１ 進捗体制 

２ 進行管理 

３ 今後の課題 
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 庁内組織である高松市脱炭素社会推進本部にて、関係各局の連携を図り、

円滑かつ効果的な推進に努めます。  

また、市民・事業者等と市が連携・協力しながら計画を推進していくとと

もに、市域を越えた、広域的な取組を必要とする環境問題への対応について

は、国や県、近隣の自治体などの関係機関と協力しながら取り組みます。  

 

 

 

 本計画の管理については、実効性のあるものとして推進するため、計画（Plan） 

を、実行に移し（Do）、その結果・成果を評価し（Check）、改善し（Action）、 

次の計画（Plan）へとつなげてい  

く、PDCA サイクルを活用し、取 

組を段階的に発展させながら展開  

していきます。 

 高松市脱炭素社会推進本部及び 

高松市環境審議会にて定期的に進 

捗状況を報告し、個々の取組につ  

いて検証するとともに、毎年度作 

成する「高松市環境白書」や市ホー 

ムページ等を通じて、市民に対し、 

計画の進捗状況や市の環境の状況  

について公表します。  

 

 

 

 生物多様性基本法に規定する「生物多様性地域戦略」の本市版を、本計画  

の中間見直しまでの、なるべく早い時期に策定します。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１  推進体制  

 

２  進行管理  

 

３  今後の課題  
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第６章 資料編 

１ 計画策定経過 

２ 高松市環境審議会委員 

３ 高松市環境基本条例 
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資料１  計画策定経過  

 

年 月 日 会議等 

令和４年 ８月 16 日 高松市環境審議会 

 

９月 30 日 

～ 

10 月 14 日 

高松市環境に関する市民・事業者アンケート調査

実施 

令和５年 ２月 17 日 高松市環境審議会 

 ５月 19 日 高松市脱炭素社会推進本部 幹事会  

 ７月 11 日 高松市脱炭素社会推進本部会 

 ７月 14 日 高松市環境審議会 

  11 月 7 日 高松市脱炭素社会推進本部 幹事会  

 12 月 1 日 高松市脱炭素社会推進本部会 

 12 月 20 日 高松市環境審議会（諮問） 

令和６年 １月 19 日 市議会経済環境調査会 

 

１月 29 日 

～ 

２月 15 日 

パブリックコメントの実施 

  次期高松市環境基本計画案について  

 

２月 22 日 

～ 

２月 28 日 

高松市環境審議会（書面開催） 

 ２月 29 日 高松市環境審議会（答申） 
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資料２  高松市環境審議会委員  

 計画の策定に御協力いただいた委員の皆様は、次のとおりです。 

（委員は五十音順） 

 氏名 役職等 

会長 角道 弘文 香川大学教授（創造工学部） 

副会長 平  篤志 香川地理学会理事、香川大学教授（教育学部長）  

委員 

生嶋 暹 公募（香川県地球温暖化防止活動推進員）  

石川 恵美子 高松市婦人団体連絡協議会理事（令和５年 11 月 1 日解嘱） 

石原 由維子 高松商工会議所女性会常任理事 

今岡 芳子 香川高等専門学校建設環境工学科講師 

入江 裕美 高松市婦人団体連絡協議会理事 

植中 公幸 公募（令和５年 11 月 1 日解嘱） 

佐藤 宣幸 （一社）高松市薬剤師会副会長 

篠原 渉 
香川生物学会常任理事、香川大学准教授（教育学部）  

（令和５年 11 月 1 日解嘱） 

清水 まり子 高松市消費者団体連絡協議会副会長（令和５年 11 月 1 日解嘱）  

髙瀬 裕章 公募 

谷川 進 公募（令和５年 11 月 1 日解嘱） 

辻󠄀 幸治 高松市小学校長会副会長（高松市立庵治小学校校長）  

筒井 由果 香川県弁護士会所属弁護士 

野﨑 千恵 高松商工会議所女性会副会長（令和５年 6 月７日解嘱） 

野島 誠 公募（令和５年 11 月 1 日解嘱） 

堀 加賀 公募 

松浦 由紀 （株）四国新聞社 編集局整理部（令和５年 2 月 10 日解嘱） 

元木  泰史 （一社）高松市薬剤師会会長（令和５年 11 月 1 日解嘱） 

森田 桂治 高松市ゼロカーボンシティ推進アドバイザー  

山田 明広 （株）四国新聞社 編集局整理部部長 

山本 麻有里 
高松市小学校長会副会長（高松市立屋島東小学校校長） 

（令和５年４月７日解嘱） 

𠮷澤 樹里 香川生物学会、香川大学准教授（教育学部）  
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資料３  高松市環境基本条例  

平成８年３月２７日  

条例第２０号 

 

高松市環境基本条例  

目次 

第１章 総則（第１条―第６条）  

第２章 環境の保全及び創造に関する施策の基本方針等（第７条―第９条） 

第３章 環境の保全及び創造に関する施策等（第１０条―第１９条）  

第４章 雑則（第２０条）  

附則 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、環境の保全及び創造について基本理念を定め、並びに市、

事業者及び市民の責務を明らかにするとともに、環境の保全及び創造に関す

る施策の基本となる事項を定めることにより、これに基づく施策を総合的か

つ計画的に推進し、もって現在及び将来の市民の健康で文化的な生活の確保

に寄与することを目的とする。  

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。  

(１) 環境への負荷  人の活動により環境に加えられる影響であって、環境

の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。  

(２) 公害 環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴っ

て生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁（水質以外の水の状態

又は水底の底質が悪化することを含む。）、土壌の汚染、騒音、振動、地

盤の沈下及び悪臭によって、人の健康又は生活環境（人の生活に密接な関

係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境

を含む。第７条第１号において同じ。）に係る被害が生ずることをいう。 

(３) 地球環境保全  人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊

の進行、海洋の汚染、野生生物の種の減少その他の地球の全体又はその広

範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であって、人類の福

祉に貢献するとともに市民の健康で文化的な生活の確保に寄与するものを

いう。 

（基本理念） 

第３条 環境の保全及び創造は、市民が自然と共生し、健康で安全かつ快適な
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生活を営む上で必要とする恵み豊かな環境を確保し、これを将来の世代に継

承していくことを目的として行われなければならない。  

２ 環境の保全及び創造は、循環を基調とする環境への負荷の少ない持続的な

発展が可能な社会を構築することを目的として、すべての者の自主的かつ積

極的な取組によって行われなければならない。 

３ 環境の保全は、地域の環境が地球全体の環境と深くかかわっていることに

かんがみ、地球環境保全に資するように積極的に行われなければならない。 

（市の責務） 

第４条 市は、前条に規定する環境の保全及び創造についての基本理念（以下

「基本理念」という。）にのっとり、環境の保全及び創造に関し、本市の自

然的社会的条件に応じた基本的かつ総合的な施策を策定し、及びこれを実施

する責務を有する。  

（事業者の責務）  

第５条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、

これに伴って生ずるばい煙、汚水、廃棄物等の処理その他の公害を防止し、

又は自然環境を適正に保全するために必要な措置を講じなければならない。 

２ 前項に定めるもののほか、事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動

に関し、これに伴う環境への負荷の低減その他の環境の保全及び創造に自ら

進んで努めるとともに、市が実施する環境の保全及び創造に関する施策に協

力する責務を有する。  

（市民の責務） 

第６条 市民は、基本理念にのっとり、その日常生活において、環境への負荷

の低減並びに環境の保全及び創造に自ら努めるとともに、市が実施する環境

の保全及び創造に関する施策に協力する責務を有する。 

第２章 環境の保全及び創造に関する施策の基本方針等  

（施策の基本方針）  

第７条 市は、基本理念にのっとり、環境の保全及び創造に関する施策を策定

し、及び実施するに当たっては、次に掲げる基本方針に基づき、総合的かつ

計画的に推進するものとする。  

(１) 大気、水、土壌等を良好な状態に保持することにより、市民の健康を

保護し、及び生活環境を保全すること。  

(２) 生態系の多様性の確保、野生生物の種の保存その他の生物の多様性の

確保を図るとともに、森林、農地、水辺地等における多様で恵み豊かな自

然環境の保全を図ること。  

(３) 緑の創出、清らかな水環境の形成、地域の個性を活かした美しい景観

の形成及び歴史的文化的遺産と一体をなす環境の保全を図り、潤いとやす
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らぎのある快適な環境を創造すること。  

(４) 廃棄物の減量、エネルギーの有効な利用、資源の循環的な利用等の推

進により、環境への負荷の少ない持続的な発展が可能な社会を構築するこ

と。 

(５) 地球の温暖化の防止、オゾン層の保護等の推進を図り、地球環境保全

に資する社会を創造すること。  

（環境基本計画）  

第８条 市長は、環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進

するため、高松市環境基本計画（以下この条において「環境基本計画」とい

う。）を策定しなければならない。  

２ 環境基本計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。  

(１) 環境の保全及び創造に関する施策の大綱及び長期的な目標  

(２) 前号に掲げるもののほか、環境の保全及び創造に関する施策を推進す

るために必要な事項  

３ 市長は、環境基本計画を策定するに当たっては、その基本的な事項につい

て、あらかじめ、高松市環境審議会条例（平成７年高松市条例第３７号）に

定める高松市環境審議会の意見を聴かなければならない。 

４ 市長は、環境基本計画を策定したときは、速やかにこれを公表しなければ

ならない。 

５ 前２項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。  

（環境白書） 

第９条 市長は、市民に対し環境の状況並びに市が環境の保全及び創造に関し

て講じた施策の実施状況等を明らかにするため、毎年度環境白書を作成し、

公表しなければならない。  

第３章 環境の保全及び創造に関する施策等  

（施策の策定等に当たっての配慮）  

第10条 市は、環境に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施す

るに当たっては、環境の保全について十分配慮しなければならない。  

（規制の措置） 

第11条 市は、公害の原因となる行為に関し、公害を防止するために必要な

規制の措置を講じなければならない。  

２ 前項に定めるもののほか、市は、環境の保全上の支障を防止するために必

要な措置を講ずるよう努めるものとする。  

（施設の整備その他の事業の推進）  

第12条 市は、緩衝地帯その他の環境の保全上の支障を防止するための公共

的施設の整備及び汚泥のしゅんせつその他の環境の保全上の支障の防止のた
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めの事業を推進するため、必要な措置を講ずるものとする。  

２ 市は、下水道、廃棄物の公共的な処理施設その他の環境の保全上の支障の

防止に資する公共的施設の整備及び森林の整備その他の環境の保全上の支障

の防止に資する事業を推進するため、必要な措置を講ずるものとする。  

３ 市は、公園、緑地その他の公共的施設の整備その他の自然環境の適正な整

備及び健全な利用のための事業を推進するため、必要な措置を講ずるものと

する。 

４ 市は、前２項に規定する公共的施設の適切な利用を促進するための措置そ

の他のこれらの施設に係る環境の保全上の効果が増進されるための必要な措

置を講ずるものとする。  

（資源の循環的な利用等の推進）  

第13条 市は、環境への負荷の低減を図るため、廃棄物の減量、エネルギー

の有効な利用、資源の循環的な利用等が推進されるよう必要な措置を講ずる

ように努めるものとする。  

２ 市は、本市の気候等の自然的条件にかんがみ、前項の必要な措置のうち、

下水処理水の再利用、雨水の利用その他の水の循環的又は有効的な利用のた

めの措置について、積極的な推進に努めるものとする。  

（教育及び学習の振興等）  

第14条 市は、環境の保全及び創造に関する教育及び学習の振興並びに環境

の保全及び創造に関する広報活動の充実により、事業者及び市民が環境の保

全及び創造についての理解を深め、環境への負荷の低減に自ら努めるととも

に、これらの者の環境の保全及び創造に資する活動を行う意欲が増進される

ようにするため、必要な措置を講ずるものとする。  

（自発的な活動の支援）  

第15条 市は、事業者、市民又はこれらの者が組織する民間の団体（以下「民

間団体等」という。）の環境の保全及び創造に資する自発的な活動が促進さ

れるように、指導、助言その他の必要な支援の措置を講ずるものとする。  

（情報の提供） 

第16条 市は、第１４条の環境の保全及び創造に関する教育及び学習の振興

並びに前条の民間団体等の自発的な環境の保全及び創造に関する活動の促進

に資するため、個人及び法人の権利利益の保護に配慮しつつ、環境の状況そ

の他の環境の保全及び創造に関する必要な情報を適切に提供するよう努める

ものとする。 

（調査の実施等）  

第17条 市は、環境の状況を把握し、並びに環境の保全及び創造に関する施

策を適正に実施するために必要な調査を行うとともに、監視等の体制を整備
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するものとする。  

（地球環境保全に資する行動指針の策定等）  

第18条 市は、市及び民間団体等がそれぞれの役割に応じて地球環境保全に

資するよう行動するための指針を定め、その普及及び啓発に努めるとともに、

これに基づく行動を推進するものとする。  

（国及び他の地方公共団体との協力等）  

第19条 市は、環境の保全及び創造に係る広域的な取組を必要とする施策に

ついては、国及び他の地方公共団体と協力して推進するよう努めるものとす

る。 

２ 市は、民間団体等とともに、環境の保全及び創造に関する施策を積極的に

推進するための体制を整備するものとする。  

第４章 雑則 

（委任） 

第20条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。  

附 則 

この条例は、平成８年４月１日から施行する。 
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